
第２部
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各学校段階、各教科等における改訂の
具体的な方向性

１．各学校段階の教育課程の
基本的な枠組みと、学校段階間の接続



（１）幼児教育

112



幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の整理イメージ
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健康な心と体 自立心 協同性 道徳性の芽生え 規範意識の芽生え いろいろな人
とのかかわり

思考力の芽生え 自然とのかかわり 生命尊重・公共心等 数量・図形・文字等への
関心・感覚

言葉による伝え合い 豊かな感性と表現

幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿（※）

※「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）」（平成22年11月11日）に基づく整理。

健康な
心と体

自立心 協同性
道徳性・

規範意識の
芽生え

社会生活と
の関わり

思考力の芽
生え

自然との関わり
・生命尊重

数量・図形、
文字等への
関心・感覚

豊かな感性
と表現

言葉による
伝え合い



現行幼稚園教育要領の構成 幼稚園教育要領の構成のイメージ（たたき台案） 小学校・総則の改善のイメージ（たたき台案）

第１章 総則 第１章 総則 第１章 総則

第１ 幼稚園教育の基本

教育基本法、学校教育法等の法令に示され
た幼稚園教育の目的、目標の達成に向けた
教育課程の意義

・人格形成の基礎を培うこと、環境を通して
行う教育

１ 幼児期にふさわしい生活の展開

２ 遊びを通しての総合的な指導

３ 一人一人の発達の特性に応じた指導

・計画的な環境の構成、教師の役割

第１ 幼稚園教育の基本

教育基本法、学校教育法等の法令に示された幼稚園教育の目的、目標の
達成に向けた教育課程の意義

・人格形成の基礎を培うこと、環境を通して行う教育
１ 幼児期にふさわしい生活の展開
２ 遊びを通しての総合的な指導
３ 一人一人の発達の特性に応じた指導

・育みたい資質・能力と各領域、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(仮
称）との関係（新）
・教師の役割（第３章）
・教材研究（新）

・幼稚園教育を通じて育みたい資質・能力と初等中等教育（幼・小・中・高）を
通じて育成を目指す資質・能力との関係（新）

・資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの必要性（新）
・資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの実現（新）

・各学校において、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶ
か」「何が身に付いたか」「個々の生徒の発達をどのように支援するか」「実
施するために何が必要か」という視点に基づき、教育課程を軸に学校教育を
改善・充実していくことの必要性（新）

・各領域のねらいを相互に関連させ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい
姿」や小学校での学びを念頭に置きながら、幼稚園等の教育目標等を踏ま
えた総合的な視点でねらいや内容を組織すること（新）

・教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を効果的に組み合わせ
て実施することの必要性（新）

・幼児の姿や就学後の状況、家庭や地域の現状等に基づき、教育課程を編
成し、実施し、評価して改善を図るPDCAサイクルを確立すること。（新）

第１ 小学校教育の基本

１ 教育基本法、学校教育法等の法令に示された小学校教育の目的、目標
の達成に向けた教育課程の意義

２ 「生きる力」の理念に基づく知・徳・体の総合的な育成

・「確かな学力」 学力３要素、児童の学習習慣
・「豊かな心」道徳科を要とした道徳教育、豊かな情操の育成
・「健やかな体」 体育・健康に関する指導

３ 小学校教育を通じて育成を目指す資質・能力

・「生きる力」を一体的に捉えた、小学校教育を通じて育成を目指す資質・
能力の三つの柱について

・小学校教育を通じて育成を目指す資質・能力と初等中等教育（幼・小・
中・高）を通じて育成を目指す資質・能力との関係
・各教科等間で育成する資質・能力との関係
・資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの必要性

４ 資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの実現

・各学校において、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学
ぶか」「何が身に付いたか」「個々の生徒の発達をどのように支援するか」
「実施するために何が必要か」という視点に基づき、教育課程を軸に学校
教育を改善・充実していくことの必要性

・小学校教育を通じて育成を目指す資質・能力に基づき、各学校において
学校教育目標を設定し、それらを踏まえて、教科横断的な視点で教育課
程を編成すること

・教科を越えた学校内の連携や地域等との連携を図りながら、教育課程
の内容と人的・物的資源等を効果的に組み合わせて実施することの必要
性

・実施状況に関する各種調査やデータ等を踏まえ、教育課程を評価し改善
することの必要性

何ができるようになるか
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幼稚園教育要領の改善のイメージ

※今後、小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）の修正などに伴い、変更の可能
性がある。

・赤字：小学校学習指導要領・改善のイメージ案との相違点 ・アンダーライン：現行幼稚園教育要領との相違点
・（新）：新たに加える事項 （新※）：新たに加える事項で、現行小学校学習指導要領には既にある事項
・（第３章）：現行幼稚園教育要領の第３章から第１章に変更する事項

現行幼稚園教育要領の構成 幼稚園教育要領の構成のイメージ（たたき台） 小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）

前文 前文

⇒「社会に開かれた教育課程」の実現など今回改訂が目指す理念や、教育
課程を中核に地域・家庭と連携・協働しながら、学校教育の改善・充実の好
循環を生み出すことの意義について示す

⇒「社会に開かれた教育課程」の実現など今回改訂が目指す理念や、教
育課程を中核に地域・家庭と連携・協働しながら、学校教育の改善・充実
の好循環を生み出すことの意義について示す

何ができるようになるか



現行幼稚園教育要領の構成 幼稚園教育要領の構成のイメージ（たたき台） 小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）

第１章 総則 第１章 総則 第１章 総則

第２ 教育課程の編成

・教育課程編成の基本

１ ねらいと内容を組織すること、幼
児期の発達の特性を踏まえること、
入園から修了に至るまでの長期的な
視野をもつこと
２ 教育週数
３ 教育時間

第２ 教育課程等の編成

１ 学校教育目標に基づいた教育課程の編成（新）

・各学校において、育成を目指す資質・能力を含めて示す学
校教育目標に基づき、教育課程を編成する。（新）

２ 教育課程の編成の基本

・ねらいと内容を組織すること、幼児期の発達の特性を踏ま
えること、入園から修了に至るまでの長期的な視野を持つこ
と
・全体的な計画の作成の配慮事項（新）など
・教育週数
・教育時間

３ 幼稚園と小学校との接続（第３章）

第２ 教育課程の編成

１ 学校教育目標に基づいた教育課程の編成

・各学校において、育成を目指す資質・能力を含めて示す学
校教育目標に基づき、教育課程を編成する。

２ 教育課程の編成における共通的事項（授業時数、内容
の取扱い）
・年間の授業日数（週数）
・児童会活動、クラブ活動、学校行事
・１単位時間の適切な設定
・創意工夫を生かした弾力的な時間割

・総合的な学習の時間による特別活動（学校行事）への振り
替え
・指導の順序の工夫
・学年の目標及び内容の示し方の趣旨
・複式学級

３ 学校段階間の接続
・幼小の円滑な接続のためのスタート・カリキュラム

（低学年において生活科を中心に合科的・関連的指導など
の工夫）
・小学校と中学校の接続と義務教育学校

（義務教育学校では学年段階の区切りに応じた資質・能力
を設定）
４ 横断的に育成を目指す資質・能力と教科等間の関係
５ 調和の取れた全体の指導計画
・各教科、各学年間の相互の連携、系統的・発展的指導
・２学年を見通した指導
・まとめ方や重点の置き方に工夫した効果的な指導
・合科的・関連的な指導115

幼稚園教育要領の改善のイメージ

何を学ぶか 何を学ぶか

・赤字：小学校学習指導要領・改善のイメージ案との相違点 ・アンダーライン：現行幼稚園教育要領との相違点
・（新）：新たに加える事項 （新※）：新たに加える事項で、現行小学校学習指導要領には既にある事項
・（第３章）：現行幼稚園教育要領の第３章から第１章に変更する事項

※今後、小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）の修正などに伴い、変更の可能
性がある。



現行幼稚園教育要領の構成 幼稚園教育要領の構成のイメージ（たたき台） 小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）

第１章 総則 第１章 総則 第１章 総則

第３ 指導計画の作成・実施と評価（新）
１ 指導計画の作成・実施
（１） 指導計画の考え方（第３章）
・指導計画の考え方（第３章）

（２）指導計画の作成上の留意事項（第３章）
・指導計画の作成（第３章）
・入園から修了までの生活（第３章）
・長期の指導計画と短期の指導計画（第３章）

（３）指導計画の実施上の留意事項（第３章）
・ 育成を目指す資質・能力をイメージし、主体的・対話的で深い
学びを通じて計画的に育成していくことの重要性（新）
・言語活動の充実（新※）
・体験の多様性と関連性（第３章）
・幼児が見通しを立てたり振り返ったりする活動（新※）
・指導上の工夫（第３章）
・個から集団へ（新）
・安全に関する事項（第３章）
・行事の指導（第３章）
・視聴覚教材等の活用（新※）

２ 評価の充実（新）

・ねらい及び内容、５歳児の評価における幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿（仮称）を踏まえた評価を行う（新）

・評価による指導の改善（新※）

第３ 教育課程の実施と学習評価
１ 教育課程の実施

（１）指導内容の具体化

・第２章以下に示す各教科等の内容のまとまり（単元、題材、
主題など）ごとに、育成を目指す資質・能力をイメージし、主
体的・対話的で深い学びを通じて計画的に育成していくこと
の重要性
・特に重要となる学習活動の在り方

－資質・能力の育成の基盤としての言語の役割と言語活
動を充実させることの必要性

－体験的な学習、問題解決的な学習、自主的・自発的な
学習

－児童が見通しを立てたり振り返ったりする活動
（↑それぞれの活動等の意義や必要性、主体的・対話的で
深い学びとの関連を記述）

（２）教育課程の実施上の留意事項
・発展的な内容の指導と留意点
・コンピュータ等の情報手段の活用、視聴覚教材等の活用

（情報活用能力の育成と情報機器の活用とを分けて記述）
（※第２の３との関係整理）
・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実

２ 学習評価の充実
・各教科等の目標に応じて評価を行う
・各学校において目標を定め、観点別に評価を行う
（※各教科等の観点は示さない）
・評価による指導の改善、学習意欲の向上
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幼稚園教育要領の改善のイメージ

どのように学ぶか
何が身に付いたか

どのように学ぶか
何が身に付いたか

※今後、小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）の修正などに伴い、変更の可能
性がある。

・赤字：小学校学習指導要領・改善のイメージ案との相違点 ・アンダーライン：現行幼稚園教育要領との相違点
・（新）：新たに加える事項 （新※）：新たに加える事項で、現行小学校学習指導要領には既にある事項
・（第３章）：現行幼稚園教育要領の第３章から第１章に変更する事項



現行幼稚園教育要領の構成 幼稚園教育要領の構成のイメージ（たたき台） 小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）

第１章 総則 第１章 総則 第１章 総則

第４ 幼児の発達を踏まえた指導（新）

１ 障害のある幼児への指導（第３章）

・個々の幼児の障害の状態や学習上の困難に応じた指導内容
や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと（第３章）

・「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成について
（第３章）

２ 海外から帰国した幼児等の園生活への適応や日本語指導
（新）

・個々の幼児の園生活への適応と外国における経験をいかし
た指導（新）

・日本語の習得に困難のある幼児への指導内容や指導方法
の工夫を計画的、組織的に行うこと（新）

３ 満３歳児への指導（新）

第４ 児童の発達を踏まえた指導

１ 児童の発達の支援

・学級経営の充実を図り、教師と児童の信頼関係及び児童相互
の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め、生徒指導
を充実すること

・各教科等の指導に当たり、児童が自らの将来について考える機
会を設けるなどキャリア教育を充実すること

・児童の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、
習熟度別指導、課題学習、補充・発展学習など、個に応じた指導
を充実すること

２ 特別な配慮を必要とする児童への指導
（１）障害のある児童への指導

・個々の児童の障害の状態や学習上の困難に応じた指導内容や
指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと
・特別支援学級における教育課程の構造、配慮事項について
・通級による指導に関する教育課程の構造、配慮事項について
・「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成について

（２）海外から帰国した児童等の学校生活への適応や日本語指導

・個々の児童の学校生活への適応と外国における経験をいかし
た指導

・日本語の習得に困難のある児童への指導内容や指導方法の工
夫を計画的、組織的に行うこと

幼稚園教育要領の改善のイメージ
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個々の幼児の発達を
どのように支援するか

個々の児童の発達を
どのように支援するか

・赤字：小学校学習指導要領・改善のイメージ案との相違点 ・アンダーライン：現行幼稚園教育要領との相違点
・（新）：新たに加える事項 （新※）：新たに加える事項で、現行小学校学習指導要領には既にある事項
・（第３章）：現行幼稚園教育要領の第３章から第１章に変更する事項

※今後、小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）の修正などに伴い、変更の可能
性がある。



現行幼稚園教育要領の構成 幼稚園教育要領の構成のイメージ（たたき台案） 小学校・総則の改善のイメージ（たたき台案）

第３章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終
了後等に行う教育活動などの留意事項

第３章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等に
行う教育活動などの留意事項

第１ 指導計画の作成に当たっての留意事項
１ 一般的な留意事項
２ 特に留意する事項
第２ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育
活動などの留意事項

１ 教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活
動
２ 子育ての支援

１ 教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動
２ 子育ての支援

現行幼稚園教育要領の構成 幼稚園教育要領の構成のイメージ（たたき台案） 小学校・総則の改善のイメージ（たたき台案）

第２章 ねらい及び内容 第２章 ねらい及び内容並びに幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿（仮称）

・「健康」、「人間関係」、「環境」、「言葉」、「表現」 第１ ねらい及び内容

⇒資質・能力による見直しや現代的な諸課題を踏まえた「健康」、
「人間関係」、「環境」、「言葉」、「表現」の内容等を示す

第２ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（仮称）（新）

幼稚園教育要領の改善のイメージ
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現行幼稚園教育要領の構成 幼稚園教育要領の構成のイメージ（たたき台） 小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）

第１章 総則 第１章 総則 第１章総則

第３ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育
活動など

・教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動、
子育ての支援

第５ 幼稚園生活の充実のための学校運営上の留意事項

１ 幼稚園における指導体制の充実（新）
・学習指導を改善・充実していく体制（校内研修体制）（新）
・学校間の連携、交流（第３章）
２ 家庭・地域との連携・協働（新）
・家庭や地域との連携・協働（第３章）
・障害のある幼児との交流及び共同学習（第３章）
・高齢者などとの交流の機会（新）

第６ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動など

・教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動、子育ての
支援

第５ 学習活動の充実のための学校運営上の留意事項

１ 学校の指導体制の充実
・学習指導を改善・充実していく体制（校内研修体制）
・学校間の連携、交流
２ 家庭・地域との連携・協働
・家庭や地域との連携・協働
・障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習
・高齢者などとの交流の機会

第６ 道徳教育推進上の配慮事項
・全体計画の作成、道徳教育推進教師
・指導内容の重点化（低・中・高）
・豊かな体験の充実
・家庭、地域との連携・協働

別表 各教科等の見方・考え方
⇒各教科等の学習において働かせ、育成する見方・考え方の一覧を示す

実施するために何が必要か 実施するために何が必要か

・赤字：小学校学習指導要領・改善のイメージ案との相違点 ・アンダーライン：現行幼稚園教育要領との相違点
・（新）：新たに加える事項 （新※）：新たに加える事項で、現行小学校学習指導要領には既にある事項
・（第３章）：現行幼稚園教育要領の第３章から第１章に変更する事項

※今後、小学校・総則の改善のイメージ（たたき台）の修正などに伴い、変更の可能
性がある。



（２）小学校
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第１ 教育課程編成の一般方針

・教育基本法、学校教育法等に示された教育の目的、目標

・学力の３要素、言語活動の充実、児童の学習習慣の確立

・道徳教育 ・体育・健康に関する指導

第２ 内容の取扱いに関する共通的事項

・発展的内容の指導と留意点 ・指導の順序の工夫

・学年の目標及び内容の示し方 ・複式学級

第３ 授業時数の取扱い

・年間の授業日数（週数）

・児童会活動、クラブ活動、学校行事

・１単位時間の適切な設定

・創意工夫を生かした弾力的な時間割

・総合的な学習の時間による特別活動(学校行事)への振り替え

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

１ 学校の創意工夫を生かし、調和の取れた具体的な指導計画

・各教科、各学年間の相互の連携、系統的・発展的指導

・２学年を見通した指導

・まとめ方や重点の置き方に工夫した効果的な指導

・合科的・関連的な指導

２ その他の配慮

・言語活動の充実

・体験的な学習、問題解決的な学習、自主的・自発的な学習

・学級経営の充実、生徒指導の充実

・児童が見通しを立てたり振り返ったりする活動

・学習課題の選択や自らの将来について考える機会

・個に応じた指導の充実 ・障害のある児童への指導

・海外から帰国した児童等への適切な指導

・コンピュータ等の情報手段の活用、視聴覚教材等の活用

・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実

・評価による指導の改善、学習意欲の向上

・家庭や地域との連携、学校間の連携や交流、障害のある幼児児童生徒

との交流及び共同学習、高齢者などとの交流の機会

「社会に開かれた教育課程」の理念の実現に向けて、小学校学習指導要領全体及び総
則はどのような構造や表現とすることがふさわしいか小学校学習指導要領の構成

小学校・総則の改善のイメージ
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※ 平成３０年度より

各教科ごとに，
目標，内容，内容の取扱いを規定

第１章 総 則

第２章 各 教 科

第３章 特別の教科道徳

第４章 外 国 語 活 動

第５章 総合的な学習の時間

第６章 特 別 活 動

第１節 国 語
第２節 社 会
第３節 算 数
第４節 理 科
第５節 生 活

第６節 音 楽
第７節 図画工作
第８節 家 庭
第９節 体 育

教育課程の編成、実施について
各教科等にわたる通則的事項を規定

小学校の教育課程全体を通じて育成する資質・能
力

横断的に育成を目指す資質・能力と教科等間の関
係
教育課程編成の在り方（ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）の視点

学習・指導方法の改善（ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ）の視点

知・徳・体の総合的な育成の視点

学校生活の核となる教育課程の意義

教科等各教科等の本質的意義と教育課程の総体
的構造

教育課程全体において重視すべき学習活動等
（習得・活用・探究、言語活動、体験活動、問題解決的な学習、
自主的・自発的な学習、見通し・振り返り、繰り返し指導、情報機
器やネットワーク等の活用、社会教育施設等の活用、学校図書
館を活用した読書活動、美術館や音楽会等を活用した芸術鑑賞
活動等）

論点整理を踏まえて追加又は整理
すべき視点（例）

学校段階間の接続

18歳の段階や義務教育段階で身につけておくべき
力の共有

キャリア教育の視点

多様な個に応じた指導の在り方（優れた才能や個性を

有する児童生徒への指導や支援、海外から帰国した子供や外
国人児童生徒への日本語指導・適応指導等、学び直し、習熟度
別指導等）

生徒指導、進路指導

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑの理念を踏まえた連続性の
ある「多様な学びの場」における十分な学びの確保

青字は、中学校学習指導要領に
は示されていない観点 120



前文
⇒「社会に開かれた教育課程」の実現や学校の役割、教育課程を中核に地
域・家庭と連携・協働しながら、学校教育の改善・充実を図っていくことの重
要性など、今回改訂が目指す理念について示す

総則
第１ 小学校教育の基本

１ 教育基本法、学校教育法等の法令に示された小学校教育の目的、目標
の達成に向けた教育課程の意義

２ 「生きる力」の理念に基づく知・徳・体の総合的な育成
・「確かな学力」 学力３要素、児童の学習習慣
・「豊かな心」 道徳科を要とした道徳教育、豊かな情操の育成
・「健やかな体」 体育・健康に関する指導（含 安全・食育）

３ 小学校教育を通じて育成をすべき資質・能力
・「生きる力」を一体的に捉えた、小学校教育を通じて育成を目指す
資

質・能力の三つの柱について（低学年・中学年・高学年の発達の段
階に応じた対応の必要性）

・小学校教育を通じて育成を目指す資質・能力と初等中等教育（幼・
小・中・高）を通じて育成を目指す資質・能力との関係

・各教科等間で育成する資質・能力との関係
・資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの必要性

４ 資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの実現
・各学校において、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「ど
のように学ぶか」「何が身に付いたか」「児童の発達をどのように
支援するか」「実施するために何が必要か」という視点に基づき、
教育課程を軸に学校教育を改善・充実していくことの必要性

・小学校教育を通じて育成を目指す資質・能力に基づき、各学校にお
いて学校教育目標を設定し、それらを踏まえて、教科横断的な視点
で教育課程を編成すること

・教科を越えた学校内の連携や地域等との連携を図りながら、教育課
程の内容と人的・物的資源等を効果的に組み合わせて実施すること
の必要性

・実施状況に関する各種調査やデータ等を踏まえ、教育課程を評価し
改善することの必要性

何ができるようになるか

第２ 教育課程の編成

１ 学校教育目標に基づいた教育課程の編成
・各学校において、育成を目指す資質・能力を含めて示す学校教育目
標に基づき、教育課程を編成する
・各学校において、教育課程編成の基本方針を家庭、地域と共有する。

２ 教育課程の編成における共通的事項（授業時数、内容の取り扱い）
・年間の授業日数（週数）
・児童会活動、クラブ活動、学校行事
・１単位時間の適切な設定
・創意工夫を生かした弾力的な時間割
・総合的な学習の時間による特別活動（学校行事）への振り替え
・指導の順序の工夫
・学年の目標及び内容の示し方の趣旨
・複式学級

３ 学校段階間の接続
・幼小の円滑な接続のためのスタート・カリキュラム
（低学年における生活科を中心とした教育課程全体を通じた教育

課程編成を工夫すること）
・中学校との接続と義務教育学校
（初等中等教育全体を見通しつつ、中学校との接続に配慮すること）
（９年間を見通した教育を行う義務教育学校の特色を生かした工夫

をすること）

４ 横断的に育成を目指す資質・能力と教科等間の関係

５ 全体として調和のとれた指導計画
・各教科、各学年間の相互の連携、系統的・発展的指導
・２学年を見通した指導
・各教科等の内容の指導上のまとまり（単元、題材、主題）の重要性

を踏まえ、指導事項のまとめ方や重点の置き方を工夫した効果的な
指導

・合科的・関連的な指導

何を学ぶか
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第４ 児童の発達を踏まえた指導

１ 児童の発達の支援
・学級経営の充実を図り、教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい
人間関係を育てるとともに児童理解を深め、生徒指導を充実すること

・各教科等の指導に当たり、児童が自らの将来について考える機会を設け
るなどキャリア教育を充実すること

・児童の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、習熟度
別指導、課題学習、補充・発展学習など、個に応じた指導を充実すること

２ 特別な配慮を必要とする児童への指導
(１) 障害のある児童への指導
・個々の児童の障害の状態や学習上の困難に応じた指導内容や指導方
法の工夫を計画的、組織的に行うこと

・特別支援学級における教育課程の構造、配慮事項について
・通級による指導に関する教育課程の構造、配慮事項について
・「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成について

(２) 海外から帰国した児童等の学校生活への適応や日本語指導
・個々の児童の学校生活への適応と外国における経験をいかした指導
・日本語の習得に困難のある児童への指導内容や指導方法の工夫を計画
的、組織的に行うこと

第５ 学習活動の充実のための学校運営上の留意事項
１ 学校の指導体制の充実
・学習指導を改善・充実していく体制（校内研修体制）
・学校間の連携、交流

２ 家庭・地域との連携・協働
・家庭や地域との連携・協働
・障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習
・世代を越えた交流の機会（高齢者、異年齢の児童生徒など）

第６ 道徳教育推進上の配慮事項
・全体計画の作成、道徳教育推進教師
・指導内容の重点化（低・中・高）
・豊かな体験の充実
・家庭、地域との連携・協働

別表 各教科等の見方・考え方
⇒各教科等の学習において働かせる「見方・考え方」の一覧を示す

第３ 教育課程の実施と学習評価

１ 教育課程の実施
（１）指導内容の具体化
・ 第２章以下に示す各教科等の内容について、育成を目指す資質・能力
をイメージし、主体的・対話的で深い学びを通じて計画的に育成するため
に、指導上のまとまり（単元、題材、主題など）を作りあげることの重要性
・特に重要となる学習活動の在り方

－資質・能力の育成の基盤としての言語の役割と言語活動を充実させ
ることの必要性

－体験的な学習、問題解決的な学習、自主的・自発的な学習
－児童が見通しを立てたり振り返ったりする活動
（↑それぞれの活動等の意義や必要性、主体的・対話的で深い学びと

の関連を記述）

（２）教育課程の実施上の留意事項

・発展的な内容の指導と留意点
・コンピュータ等の情報手段の活用、視聴覚教材等の活用
（情報活用能力の育成と情報機器の活用とを分けて記述）（※第２の３との
関係整理）
・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実

２ 学習評価の充実
・各教科等の目標に応じて評価を行う
・各学校において目標を定め、観点別に評価を行う（※各教科等の観点は
示さない）
・児童のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過
程や成果などを評価し、指導の改善を行い、児童の資質・能力の育成に生
かす。

どのように学ぶか
何が身に付いたか

児童の発達を
どのように支援するか

実施するために何が必要か
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○ 小学校においては，「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎」を培うこと及
び「国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質」を養うことを目的とする義務教育のうち，基礎
的なものを施すことが目的である。幼児教育までの学びを生かしながら，小学校段階において育むべき資
質・能力を，三つの柱に沿って，教育課程全体及び教科等ごとに明確化し，中学校以後の学びに円滑に接
続させることが求められる。

○ その中で，現行学習指導要領の各教科等の授業時数や指導内容を前提としつつ，２．（２）②に示した「特
にこれからの時代に求められる資質・能力」を踏まえ，関連する各教科等の改善を図るとともに，教科等に
おける具体的な指導内容によって育まれる資質・能力の関係性を可視化していくことが必要である。

小学校段階で育成を目指す資質・能力 ＜論点整理（抄）＞

小学校段階で育成を目指す資質・能力について
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教科等の担任制の実施状況（公立小）

平成２７年度 教育課程編成・実施状況調査より

※教員の得意分野を生かして実施するもの、中・高等学校の教員が兼務して実施するもの、非常勤講師が実施するものな
どを含む。

教科等の担任制の実施状況（公立小学校）
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教科
学年

国語 社会 算数 理科 生活 音楽
図画
工作

家庭 体育
外国語
活動

第１学年 3.3% 5.1% 1.3% 12.4% 4.8% 6.0%

第２学年 5.9% 7.1% 1.8% 20.8% 9.5% 7.0%

第３学年 10.3% 5.7% 15.5% 20.8% 42.5% 17.2% 7.9%

第４学年 11.1% 6.9% 17.6% 31.3% 51.1% 21.3% 8.7%

第５学年 11.6% 14.1% 20.8% 45.3% 57.4% 22.0% 34.7% 11.1% 12.9%

第６学年 11.6% 15.2% 20.4% 48.9% 60.2% 22.9% 36.5% 12.2% 13.6%



○ 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」
（平成２０年１月中央教育審議会）（抜粋）

６．教育課程の基本的な枠組み
（１）小・中学校の教育課程の枠組み
② 小学校の授業時数（年間の総授業時数）

○ （前略）小学校第４学年から第６学年にかけては現在の週２７コマから１コマ増加し、
週２８コマを年間３５週以上にわたって行うこととなる。これについては、学校では、一
週間の中で、

・ 各教科等の授業以外にも、特別活動として児童会活動やクラブ活動が行わ れて
いるほか、個別の児童に対する補充指導や生徒指導といった取組もなさ れている、

・ ９．にあるとおり学校が組織力を高め、教育課題に組織的に対応するに当たって
は、校長や副校長、教頭、主幹教諭、教師との間の情報交換や意思疎 通のため
の時間の確保なども必要である、

ことなどから、学習指導要領上の標準授業時数を増加する場合、週２８コマが限度と
考えられる。

小学校の授業時数の考え方

125



学習指導要領で示す
週数の下限（35週）

※１年生は３４週

年間週数（５２週）

平均的な週数（４０週）
※２２年度実績（小学校５年生）。

「平成２５年度公立小・中学校における
教育課程の編成・実施状況調査の結果」による

長期休業、
ゴールデン
ウィーク等
（１２週）

◆年間の授業週数
◆週あたりの授業コマ数（４年生～６年生）

月 火 水 木 金

１

２

３

４

５

６
クラブ活動
児童会活動 ※

週２８コマ

※ 個別の児童に対する補充指導や生徒指導、
学習や生活上の指導についての職員の情報
連絡といった取組に充てられる時間

学校行事
等に必要
な週数
（５週
程度）

○ 始業式、終業式等の儀式的行事
○ 学芸会、鑑賞会等の文化的行事
○ 運動会等の健康安全･体育的行事
○ 遠足･集団宿泊的行事
○ 地域社会の清掃活動、福祉施設との交流活動等の勤労生産･奉

仕的行事
○ 感染症や気象警報等による臨時休業日の振替 等

小学校の年間総授業時数について（イメージ）
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※1単位時間は50分、授業は年間35週

国語 社会 数学 理科 音楽 美術
保健
体育

技術・
家庭

外国語 道徳※

総合的
な学習
の時間

特別
活動

合計

1年生 4 3 4 3 1.3 1.3 3 2 4 1 1.4 1 29

2年生 4 3 3 4 1 1 3 2 4 1 2 1 29

3年生 3 4 4 4 1 1 3 1 4 1 2 1 29

中学校の各教科等の時数（１週当たり単位時間）

※1単位時間は45分、授業は年間35週[１年生は34週】小学校の各教科等の時数（１週当たり単位時間）

国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図工 家庭 体育 道徳
※

外国語
活動

総合的な学
習の時間

特別
活動

合計

1年生 9 - 4 - 3 2 2 - 3 1 - - 1 25

2年生 9 - 5 - 3 2 2 - 3 1 - - 1 26

3年生 7 2 5 2.6 - 1.7 1.7 - 3 1 - 2 1 27

4年生 7 2.6 5 3 - 1.7 1.7 - 3 1 - 2 1 28

5年生 5 2.9 5 3 - 1.4 1.4 1.7 2.6 1 1 2 1 28

6年生 5 3 5 3 - 1.4 1.4 1.6 2.6 1 1 2 1 28

小・中学校の教科等の構成と標準授業時数

※道徳については、小学校で平成３０年度、中学校で平成３１年度から「特別の教科」として位置づけられる。時数の変更はない。
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：国語，社会，算数，理科の授業時数の合計

：上記以外の教科等の授業時数の合計

小学校授業時数の推移

3941 3941
3659 3452

2941
3242

1880
2194

2126 2333

2426
2403

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

昭36～ 昭46～ 昭55～ 平4～ 平14～ 平23～

単位時間（４５分）

6135
5821 5785 5785

5367
5645

※昭和４６年度実施のグラフについては，当時，特別活動の授業時数は規定されていなかったものの，学習指導要領において特別活動の一部に充てること
が望ましいとされていた時数を加えたものを総授業時数としている。

1603 1603
1532

1601

1377
1461

1047 1047
1011 1011

869

1011

663 663

345

365

628 628

558

420

350 405

627 627

627
627

540
597

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

昭36～ 昭46～ 昭55～ 平4～ 平14～ 改訂案

単位時間

（４５分）

算数

理科

社会

国語

平23～
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各学校における教育課程の編成状況（公立小・中学校）

年間総授業時数（単位時間）の設定状況

（１単位時間は小学校で４５分、中学校で５０分）

平成２５年度 教育課程編成・実施状況調査より
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小学校の授業の１単位時間

○学校教育法施行規則第51条別表第１ 備考

１ この表の授業時数の１単位時間は、45分とする。

○総則（第１章第３の３）

各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において，各教科等の年間授業時数
を確保しつつ，児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定める
ものとする。

【参考】中学校学習指導要領 総則

第３ 授業時数等の取扱い

3. ・・・なお，10分間程度の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合において，当
該教科を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任を
もって行う体制が整備されているときは，その時間を当該教科の年間授業時数に含める
ことができる。

（注） 原則として学級担任がすべての教科等の指導を行う小学校においては，同様の規定は設けていな
いが，児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質に照らし妥当かどうかの教育的な配慮に
基づいた判断に基づき，特定の学習活動を10分間程度の短い時間を活用して行った場合，その時間
を当該教科等の年間授業時数に含めることは可能である。
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小学校の授業の１単位時間

○小学校学習指導要領解説総則編（４ 授業の１単位時間（第１章第３の３））

授業の１単位時間すなわち日常の授業の１コマを何分にするかについては，児童の学習についての集中力や持続力，

指導内容のまとまり，学習活動の内容等を考慮して，どの程度が最も指導の効果をあげ得るかという観点から決定する

必要がある。

各教科等の授業の１単位時間は，各学年及び各教科等の年間授業時数を確保しつつ，児童の発達の段階及び各教科等

や学習活動の特質を考慮して，各学校において定めることとした。これは，例えば，実験や観察の際の理科の授業は60

分で行うことや計算や漢字の反復学習を10分間程度の短い時間を活用して行うことなど，児童の発達の段階及び各教科

等や学習活動によっては授業時間の区切り方を変えた方が効果的な場合もあることを考慮したものである。特に，特定

の学習活動を10分間程度の短い時間を活用して行う場合については，当該教科や学習活動の特質に照らし妥当かどうか

の教育的な配慮に基づいた判断が必要であり，例えば，道徳の時間や特別活動（学級活動）の授業を毎日10分間程度の

短い時間を活用して行うことは，通常考えられない。また，10分間程度の短い時間を活用して児童が自らの興味や関心

に応じて選んだ図書について読書活動を実施するなど指導計画に適切に位置付けることなく行われる活動は，授業時数

外の教育活動となることは言うまでもない。

各授業時数の１単位時間を定めるに当たっては，学校教育法施行規則第51条別表第１に定める授業時数の１単位時間

は45分とするとの規定は従前どおりとしており，総則でいう「年間授業時数を確保しつつ」という意味は，あくまでも

授業時数の１単位時間を45分として計算した学校教育法施行規則第51条別表第１に定める授業時数を確保するという意

味であることに留意する必要がある。すなわち，各教科等の年間授業時数は各教科等の内容を指導するのに実質的に必

要な時間であり，これを確保することは前提条件として考慮されなければならないということである。また，具体的な

授業の１単位時間は，指導内容のまとまりや学習活動の内容を考慮して教育効果を高める観点に立って，教育的な配慮

に基づき定められなければならない。
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小学校の授業の１単位時間③

時間割設定の工夫として、「帯時間」を採っている小学校は３０．２％、「１５分程度のモジュール方式」を採っている小学校は
１６．６％、「３０分や６０分などの弾力的な授業時間」を採っている小学校は１３．８％あるというデータがある。

時間割設定の工夫（経年比較）

※ベネッセ総合教育研究所「第５回学習指導基本調査」（平成２２年）

週時程の工夫や短時間学習等について
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小学校の授業の１単位時間④

授業時数の確保のため、「毎日１５分程度の帯時間や６０分授業を日課表に位置づける」ことを行っている小学校は、２２．８％
あるというデータがある。

※全国連合小学校長会「平成２６年度研究紀要」（平成２７年２月）
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6.4

16.6

19.5

23.3
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64.4

3.1

19.5

12.4

19.1

17.9

20.3

23.4
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61

57.4

6.7

13.7

13.8

14.6

15.3

19.3

22.8

47.3

56.4

62.9

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

開校記念日や県民の日等に授業を実施する

土曜日に授業を行う

２学期制を実施する

夏休み等の長期休業日を短縮する

給食の実施回数を増やす

毎日15分程度の帯時間や60分授業を日課表に位置づける

学期始めや学期末の短縮授業を減らす

始業式等の行事のある日にも授業を行う

行事をさらに精選する

あなたの学校で、確かな学力を確立するための必要な授業時数の確保に関して、前年度の課題を

踏まえて実施していることはどのようなことですか。（複数選択）

H26

H25

H24

週時程の工夫や短時間学習等について

133



朝の帯学習の例

各学級において朝読書。月曜及び水曜は「はりきりタイム」と合わせて児童朝会や各種集会活動等の全校での活動。

各学級における担任からの指導、係等からの連絡など

各学級において漢字や計算の練習等基礎的・基本的知識・技能の定着

○ A小学校における例（午前の始業前に設定している例）

週時程の工夫や短時間学習等について
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時 程 月 火 水 木 金

児童登校
朝の準備

８：１５～
８：２５

朝の時間
８：２５～

８：３５
朝読書 朝読書 朝読書

はりきり
タイム

８：３５～
８：４５

はりきり はりきり はりきり

話し合い
８：４５～

８：５０

１時間目
８：５０～

９：３５

体育朝会
音楽朝会
兄弟学年
下校班

児童朝会
マーチング



時程 月 火 水 木 金

４時間目
１１：３５～

１２：２０

昼休み・清掃

English
Time

１３：４５～
１３：５０

５時間目
１３：５０～

１４：３５

朝の帯学習の例

語彙や表現等の繰り返し学習を、年間を通して計画立てて行う。

○ B小学校における例（午後の授業前に設定している例）

週時程の工夫や短時間学習等について
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昼休み・清掃終了後に、English  Timeを実施。



○朝のチャレンジタイム ～みんなで統一した取組を～
・ 火曜日の朝タイム（15分間）を使い、基礎的な計算問題（実施５分、答え合わせ５分、カード記入等５分）取り組む。
・ 問題は当面「10の合成」「くり上がり・くり下がりのある足し算、引き算」「100マス九九」とし、問題プリントは、表計算ソ
フトを使い自動生成する。
・ 児童には「個人カード」を持たせ、得点とタイム、コメントを記入させる。
・ ５回ごとに総括し、その効果や問題点・改善点について話し合いながら進める。

国立教育政策研究所 全国学力・学習状況調査において特徴ある
結果を示した学校における取組事例集（平成21年）より作成

136

短時間学習による学力の向上（小学校の事例）

全国学力・学習状況調査において、前年度はＡ問題、Ｂ問題ともに平均正答率が全国を下回っていたが、下記の様
な短時間学習の取組を行うことにより、平成20年度調査において、Ａ問題、Ｂ問題ともに全国との差が縮まり、特に算
数のＡ問題においては全国を上回る結果を残すことができた事例がある。

○15分×３のモジュール学習「集中タイム」の導入
・ 毎週３回１時間目を「集中タイム」とし、45分間の授業を15分間ずつ３つのモジュールに分割して基礎的な学習の内
容を取扱い授業とする。（授業時数の計算に当たっては、３回で1単位時間と計算）

・ １モジュール（15分）は、更に短い５分～10分程度のプログラム（活動）の組合わせによって構成する。

・ 発声練習・音読・フラッシュカードを使った学習等、大きな声を出したり、素早く反応したりすることにより脳の活性化
をねらう。

・ 読む・書く等の反復練習により、学習の定着を目指す。

・ リズム良く、集中して実施するため、あらかじめ板書の内容は紙でつくっておくとともに、教具等の配付にも手間がか
からないように準備しておく。

・ 教員の指示はできるだけ少なく短くするように努める。

・ 学習に変化をもたせ、児童の集中力を維持するため、３モジュール同じような内容を連続させず、モジュール１は国
語、モジュール２は算数、モジュール３は学年で決めた様々な教科の内容を取扱うこととしている。

全国学力・学習状況調査の結果に寄与したと考えられる取組



○ 平成25年度は4.8％の学校が実施しており、平成26年度は
5.4％の学校が実施予定である。

○ その実施については、平成25年度は3.1％の学校が「教育
課程内」に実施しており、1.5％の学校が「教育課程外」に実
施している。平成26年度は3.2％の学校が「教育課程内」に
実施予定であり、2.1％の学校が「教育課程外」に実施予定で
ある。

外国語活動等におけるモジュール学習の活用状況

3.1% 3.2%

1.5%
2.1%

0.2%

0.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

H25 H26

教育課程内及び

教育課程外に実

施

教育課程外に実

施

教育課程内に実

施

4.8% 5.4%

外国語活動等におけるモジュール学習の実施状況

※H25は実績値。
H26は計画値。

英語教育実施状況調査（小学校） 外国語活動等におけるモジュール学習について（H26年度）

○ モジュール学習（教育課程内に実施）の年間指導計画は、平成25
年度は83.3％の学校が作成している。

○ モジュール学習（教育課程内に実施）の回数等の状況は、平成25
年度は 「15分以上20分未満」かつ「週3回」が25.3％と最も多
く、次いで「20分以上」かつ「週1回」が14.2％となっている。

モジュール学習の年間指導計画作成・回数等の状況

5分未満
5分以上

10分未満
10分以上
15分未満

15分以上
20分未満

20分以上

１回 7 1.1% 31 4.7% 45 6.8% 90 13.6% 94 14.2%

２回 1 0.2% 3 0.5% 19 2.9% 14 2.1% 26 3.9%

３回 0 0.0% 1 0.2% 18 2.7% 168 25.3% 0 0.0%

４回以上 2 0.3% 60 9.0% 37 5.6% 28 4.2% 19 2.9%

○ モジュール学習（教育課程内に実施）における指導者は、平成25
年度は「学級担任」が59.6％と最も多く、次いで「学級担任及び
ALT等」が22.5％である。

○ モジュール学習（教育課程内に実施）における使用教材は、平成
25年度は「自作テキスト・絵カード・ビデオ」が72.9％と最も多
く、次いで「自作デジタル教材・ビデオ」が44.8％である。

モジュール学習における指導者および教材の状況

※時間は1回当たりの時間とする。年間を通じて時間が均一でない場合は、平均的な
時間とする。
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教員の１日の業務の内訳 教員の勤務実態調査より

教員の勤務実態調査 第6期：平成18年11月20日（月）から平成18年12月17日（日） 138



教員の１週間の勤務イメージ

教員の勤務実態調査等を参考にした、小学校教員の１週間の勤務の例（イメージ）
勤務時間8:00~16:30（うち勤務時間7:45,休憩時間0:45）として計算。勤務時間や登下校時間等は市町村、学校により異なる。

月 火 水 木 金

8:00～8:45 朝の業務（職員朝礼、朝活動（読書等）、朝の会等）、準備等

8:45～9:30 １時間目

9:40～10:25 ２時間目

10:45～11:30 ３時間目

11:40～12:25 ４時間目

12:25～13:55 給食・昼休み・清掃

14:00～14:45 ５時間目

14:55～15:40 ６時間目 児童会・クラブ等 ６時間目
帰りの会、下校指導

研修・職員会議等
６時間目

帰りの会、下校指導15:40～16:00 帰りの会、下校指導

会議、打ち合わせ、授業準備等

16:30 勤務時間終了
139



（３）中学校
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各教科等ごとに，目標，内容，内容の取扱い
を規定

第１章 総 則

第２章 各 教 科

第３章 特別の教科 道徳

第４章 総合的な学習の時間

第５章 特 別 活 動

第１節 国 語
第２節 社 会
第３節 数 学
第４節 理 科
第５節 音 楽

第６節 美 術
第７節 保健体育
第８節 技術・家庭
第９節 外 国 語

教育課程の編成、実施について各教科等に
わたる通則的事項を規定

第１ 教育課程編成の一般方針
・教育基本法、学校教育法等に示された教育の目的、目標

学力の３要素、言語活動の充実、生徒の学習習慣の確立
・道徳教育 ・体育・健康に関する指導

第２ 内容の取扱いに関する共通的事項
・発展的内容の指導と留意点 ・指導の順序の工夫
・学年の目標及び内容の示し方 ・複式学級 ・選択教科の開設

第３ 授業時数の取扱い
・年間の授業日数（週数）・生徒会活動、学校行事
・１単位時間の適切な設定、短時間学習の留意点
・創意工夫を生かした弾力的な時間割
・総合的な学習の時間による特別活動(学校行事)への振り替え

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
１ 学校の創意工夫を生かし、調和の取れた具体的な指導計画
・各教科、各学年間の相互の連携、系統的・発展的指導
・まとめ方や重点の置き方に工夫した効果的な指導

２ その他の配慮
・言語活動の充実
・体験的な学習、問題解決的な学習、自主的・自発的な学習
・生徒指導の充実 ・進路指導の充実 ・ガイダンス機能の充実
・生徒が見通しを立てたり振り返ったりする活動
・個に応じた指導の充実 ・障害のある生徒の指導
・海外から帰国した生徒等への適切な指導
・コンピュータ等の情報手段の活用、視聴覚教材等の活用
・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実
・評価による指導の改善、学習意欲の向上
・部活動の意義や留意点
・家庭や地域との連携、学校間の連携や交流、障害のある幼児児
童生徒との交流及び共同学習、高齢者などとの交流の機会

青字は、小学校学習指導要領には示されていない観点

論点整理を踏まえて追加又は整理すべ
き視点（例）

中学校の教育課程全体を通じて育成する資質・能力

横断的に育成を目指す資質・能力と教科等間の関
係
教育課程編成の在り方（ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）の視点

学習・指導方法の改善（ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ）の視点

知・徳・体の総合的な育成の視点

学校生活の核となる教育課程の意義

教科等各教科等の本質的意義と教育課程の総体的構造

教育課程全体において重視すべき学習活動等
（習得・活用・探究、言語活動、体験活動、問題解決的な学習、
自主的・自発的な学習、見通し・振り返り、繰り返し指導、情報機
器やネットワーク等の活用、社会教育施設等の活用、学校図書
館を活用した読書活動、美術館や音楽会等を活用した芸術鑑賞
活動等）

学校段階間の接続

18歳の段階や義務教育段階で身につけておくべき
力の共有

キャリア教育の視点

多様な個に応じた指導の在り方（優れた才能や個性を

有する児童生徒への指導や支援、海外から帰国した子供や外
国人児童生徒への日本語指導・適応指導等、学び直し、習熟度
別指導等）

生徒指導、進路指導

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑの理念を踏まえた連続性の
ある「多様な学びの場」における十分な学びの確保

部活動の位置づけ

中学校学習指導要領の構成 「社会に開かれた教育課程」の理念の実現に向けて、中学校学習指導要領全
体及び総則はどのような構造や表現とすることがふさわしいか

※ 平成３１年度より

中学校・総則の改善のイメージ
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前文
⇒「社会に開かれた教育課程」の実現や学校の役割、教育課程を中核に地
域・家庭と連携・協働しながら、学校教育の改善・充実を図っていくことの重要
性など、今回改訂が目指す理念について示す。

総則
第１ 中学校教育の基本

１ 教育基本法、学校教育法等の法令に示された教育の目的、目標の達成に
向けた教育課程の意義

２ 「生きる力」の理念に基づく知・徳・体の総合的な育成
・「確かな学力」 学力３要素、生徒の学習習慣
・「豊かな心」道徳科を要とした道徳教育、豊かな情操の育成
・「健やかな体」体育・健康に関する指導（含 安全・食育）

３ 中学校教育を通じて育成を目指す資質・能力
・「生きる力」を一体的に捉えた、中学校教育を通じて育成を目指す

資質・能力の三つの柱について
・中学校教育を通じて育成を目指す資質・能力と初等中等教育（幼・
小・中・高）を通じて育成を目指す資質・能力との関係
・各教科等間で育成する資質・能力との関係
・資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの必要性

４ 資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの実現
・各学校において、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どの
ように学ぶか」「何が身に付いたか」「生徒の発達をどのように支援
するか」「実施するために何が必要か」という視点に基づき、教育課
程を軸に学校教育を改善・充実していくことの必要性

・中学校教育を通じて育成を目指す資質・能力に基づき、各学校におい
て学校教育目標を設定し、それらを踏まえて、教科横断的な視点で教
育課程を編成すること

・教科を越えた学校内の連携や地域等との連携を図りながら、教育課程
の内容と人的・物的資源等を効果的に組み合わせて実施することの必
要性

・実施状況に関する各種調査やデータ等を踏まえ、教育課程を評価し改
善することの必要性

何ができるようになるか

中学校・総則の改善のイメージ

第２ 教育課程の編成

１．学校教育目標に基づいた教育課程の編成
・各学校において、育成を目指す資質・能力を含めて示す学校

教育目標に基づき、教育課程を編成する。
・各学校において、教育課程編成の基本方針を家庭・地域と

共有する。

２．教育課程の編成における共通的事項（授業時数、内容の取り扱い）
・年間の授業日数（週数）
・生徒会活動、学校行事
・１単位時間の適切な設定、短時間学習の留意点
・創意工夫を生かした弾力的な時間割
・総合的な学習の時間による特別活動（学校行事）への振り替え
・指導の順序の工夫
・学年の目標及び内容の示し方の趣旨
・複式学級・選択教科の開設 ・道徳教育の内容

３．学校段階間の接続
・小学校・高等学校との接続と義務教育学校、中等教育学校
（初等中等教育全体を見通しつつ、小学校、高等学校との接続

に配慮すること）
（９年間を見通した教育を行う義務教育学校の特色を生かした

工夫をすること）
（６年間を見通した教育を行う中等教育学校の特色を生かし

た工夫をすること）

４．横断的に育成を目指す資質・能力と教科等間の関係

５ 全体として調和の取れた指導計画

・各教科、各学年間の相互の連携、系統的・発展的指導
・各教科等の内容の指導上のまとまり（単元、題材、主題）の

重要性を踏まえ、指導事項のまとめ方や重点の置き方を
工夫した効果的な指導

何を学ぶか
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２ 特別な配慮を必要とする生徒への指導
（１） 障害のある生徒への指導
・個々の生徒の生涯の状態や学習上の困難に応じた指導内容や指導方法
の工夫を計画的、組織的に行うこと。

・特別支援学級における教育課程の構造、配慮事項について
・通級による指導に関する教育課程の構造、配慮事項について
・「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成について

（２） 海外から帰国した生徒等の学校生活への適応や日本語指導
・個々の生徒の学校生活への適応と外国における経験を生かした指導
・日本語の習得に困難のある生徒への指導内容や指導方法の工夫を計画
的、組織的に行うこと

第５ 学習活動の充実のための学校運営上の留意事項
１ 学校の指導体制の充実
・学習指導を改善・充実していく体制（校内研修体制）
・学校間の連携、交流
・部活動の意義や留意点（教育課程との関連、地域連携）

２ 家庭・地域との連携 ・協働
・家庭や地域との連携・協働
・障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習
・世代を越えた交流の機会（高齢者、異年齢の児童生徒など）

第６ 道徳教育推進上の配慮事項
１ 全体計画の作成、道徳教育推進教師
２ 指導の重点
３ 豊かな体験の充実、
４ 家庭、地域との連携・協働

別表 各教科等の見方・考え方
⇒各教科等の学習において働かせる「見方・考え方」の一覧を示す

第３ 教育課程の実施と学習の評価

１ 教育課程の実施
（１）指導内容の具体化
・ 第２章以下に示す各教科等の内容について、育成を目指す資質・
能力をイメージし、主体的、対話的で深い学びを通じて

計画的に育成するために、指導上のまとまり（単元、題材、
主題など）を作りあげることの重要性

・特に重要となる学習活動の在り方
－資質・能力の育成の基盤としての言語の役割と言語活動
を充実させることの必要性

－体験的な学習、問題解決的な学習、自主的・自発的な学習
－生徒が見通しを立てたり振り返ったりする活動
（↑それぞれの活動等の意義や必要性、主体的・対話的で深い学び
との関連を記述）

（２）教育課程の実施上の留意事項
・発展的な内容の指導と留意点
・コンピュータ等の情報手段の活用、視聴覚教材等の活用
（情報活用能力の育成と情報機器の活用とを分けて記述）（※第２
の３との関係整理）
・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実

２ 学習評価の充実
・各教科等の目標に応じて評価を行う
・各学校において目標を定め、観点別に評価を行う
（※各教科等の観点は示さない）
・生徒の良い点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導

の過程や成果などを評価し、指導の改善を行い、生徒の資質・能力
の育成に生かす。

第４ 生徒の発達を踏まえた指導
１ 生徒の発達の支援
・学級経営の充実を図り、教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ま

しい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め、生徒が自主的に判
断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、生徒指
導を充実すること。

・生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよ
う、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導（キャ
リア教育）を行うこと

・生徒の実態に応じ個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、習熟
度別指導、課題学習、補充・発展学習など、個に応じた指導を充実
すること

・ガイダンス機能の充実

生徒の発達を
どのように支援するか

実施するために何が必要か

どのように学ぶか
何が身に付いたか
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○ 中学校においては，義務教育を行う最後の教育機関として，教育基本法第５条第２項が規定する「各個人
の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎」及び「国家及び社会の形成者として必要とさ
れる基本的な資質」を卒業までに育むことができるよう，小学校教育の基礎の上に，中学校教育を通じて身
に付けるべき資質・能力を，三つの柱に沿って，教育課程全体及び教科等ごとに明確化し，その育成を高等
学校教育等のその後の学びに円滑に接続させることが求められる。

○ 特に外国語教育については，上記②のとおり，３年間を通じて毎学年週４コマ，合計で４２０単位時間の授
業時数となっている。小学校段階での充実を前提に，この成果を最大化して高等学校教育につなぐ観点か
ら，互いの考えや気持ちを伝え合うことなどを通じて思考・判断・表現を行うことができる指導内容などの抜
本的な質的改善や，教科書を含めて必要な教材の改善・充実が求められる。

○ そうした中で，現行学習指導要領の各教科等の授業時数や指導内容を前提としつつ，２．（２）②に示した
「特にこれからの時代に求められる資質・能力」を踏まえ，関連する各教科等の改善を図るとともに，教科等
間の関係性を可視化していくことが必要である。

○ その際，小中一貫教育の制度化に伴い，４－３－２や５－４といった柔軟な学年段階の区切りの設定や，
小・中学校の９年間を一貫した教育課程の編成などが期待されることも踏まえ，義務教育としての小・中学
校教育の一貫性を強化する視点や，義務教育学校や小中一貫型小・中学校（仮称）における特色ある取組
に向けた柔軟な運用を可能とする視点から，義務教育の９年間を見通した学習指導要領の在り方も検討す
る必要がある。

中学校段階で育成を目指す資質・能力 ＜論点整理（抄）＞

中学校段階で育成を目指す資質・能力について
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教育課程外の学校教育活動や地域主体の教育活動と、教育課程との関係

教育課程内の
学校教育活動

教育課程外の
学校教育活動

「社会に開かれた教育課程」の視点から、授業での学びと教育課程外の多様な教育活動とを関連付けることにより、生徒が、多様な分野の
学びや社会とのつながり、キャリア形成の可能性に触れながら、自分の興味・関心を深く追究する機会を実現し、人生を切り拓いていくた
めに必要な資質・能力を育成する。

Point１

「社会に開かれた教育課程」の理念の下、生徒にどのような資
質・能力を育成することを目指すのかという教育目標を共有しな
がら、学校と地域がそれぞれの役割を認識した上で、共有した目
標に向かって、共に活動する協働関係を築き、教育活動を充実す
る。

Point２

教育課程内外の活動が相乗効果を持って生徒の資質・能力の育成に資
するものとなるよう、教育課程外の活動についても、生徒の「主体
的･対話的で深い学び」の実現を共に目指すものとする。生徒の学び
と生涯にわたるキャリア形成の関係を意識した教育活動が展開される
ことが重要であり、短期的な学習成果のみを求めたり、特定の活動に
偏ったりするものとならないよう、その実施形態や活動時間の適切な
設定など、生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮する。

Point３

学校教育が主体となった学校教育活動 地域が主体となって行う教育的活動

部活動 総合型地域スポーツクラブ

文化芸術体験

インターンシップ・就業体験

保育・介護体験

ボランティア活動

社会教育団体での活動

個に応じた学習
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部活動の学習指導要領上の位置付けについて

中学校学習指導要領（平成20年3月告示） 総則編 解説

１３ 部活動の意義と留意点等（第１章第４の２(13)）
生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動については，スポーツや文化及び科学
等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等に資するものであり，学校教育
の一環として， 教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際，地域や学校の実
態に応じ，地域の人々の協力，社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携な
どの運営上の工夫を行うようにすること。

中学校教育において大きな役割を果たしている「部
活動」については，前回の改訂により，中学校学習指
導要領の中でクラブ活動との関連で言及がなされてい
た記述がなくなっていた。これについて，平成20年１月
の中央教育審議会の答申においては，「生徒の自発
的・自主的な活動として行われている部活動につい
て，学校教育活動の一環としてこれまで中学校教育に
おいて果たしてきた意義や役割を踏まえ，教育課程に
関連する事項として，学習指導要領に記述することが
必要である。」との指摘がなされたところである。

本項は，この指摘を踏まえ，生徒の自主的，自発的
な参加により行われる部活動について，①スポーツや
文化及び科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任
感，連帯感の涵養，互いに協力し合って友情を深める
といった好ましい人間関係の形成等に資するものであ
るとの意義，

②部活動は，教育課程において学習したことなども
踏まえ，自らの適性や興味・関心等をより深く追求して
いく機会であることから，第２章以下に示す各教科等
の目標及び内容との関係にも配慮しつつ，生徒自身
が教育課程において学習する内容について改めてそ
の大切さを認識するよう促すなど，学校教育の一環と
して，教育課程との関連が図られるようにするとの留
意点，③地域や学校の実態に応じ，スポーツや文化及
び科学等にわたる指導者など地域の人々の協力，体
育館や公民館などの社会教育施設や地域のスポーツ
クラブといった社会教育関係団体等の各種団体との連
携などの運営上の工夫を行うとの配慮事項，をそれぞ
れ規定したものである。

各学校が部活動を実施するに当たっては，本項を踏
まえ，生徒が参加しやすいように実施形態などを工夫
するとともに，休養日や活動時間を適切に設定するな
ど生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮すること
が必要である。146



運動部活動の意義等について

○ 運動部活動を学校教育の一環として位置づけるということは重要。異年齢との交流の中で、
生徒同士や教員と生徒等の人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定
感を高めたりするなど教育的意義が高い。

○ ワークライフバランスを犠牲にして部活動に関わっている教員も多数いる。部活動は、教
員にとって大きな負担となっていることに留意すべき。

○ 教育課程外の活動として、教員と生徒が一緒に活動すること自体が大きな意義。学校の
教育活動の一環として外部指導者等の協力を得ながら質の高い活動ができるような取組が
求められる。

○ チームとしての学校の在り方に関する答申がされたところであり、学校内はもとより学校外
の資源も適切に活用した協力体制のもとに充実した取組がなされることが期待される。

○ 生徒の自主的・自発的な参加により行われる部活動といった視点は引き続き重要。活動
の形態については、複数種目、シーズン制及び生徒のニーズに応じた活動などについて一
層充実させていく必要がある。

○ 競技に偏った指導ではなく、生涯を通して運動を継続できるようなねらいを持つという視点
も重要。

○ 部活動も大切な教育活動だが、やはり授業が一番大事。部活動を一所懸命やり過ぎて、
授業の質が落ちてしまうのはよくない。部活動は、外部の方にもお手伝いいただけるような
仕組みをつくっていくことが今後重要になる。

体育・保健体育、健康、安全ワーキンググループにおける主な意見等
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運動部活動と運動習慣、体力等の関係

男子 有効回答数521,523 女子 有効回答数499,590

平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果より

国・公・私立学校の小学校５学年、中学校２学年の原則として全児童生徒を対象（特別支援学校、小・中学校の特別支援学級に在
籍する児童生徒については、その障害の状態等を考慮して個別に参加の是非を適切に判断）
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運動部や地域のスポーツクラブに所属している中学生は、１週間の総運動時間が長く、体力合計点も高い。

体
力
合
計
点

体
力
合
計
点

平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果より （中学２年生の結果）

１週間の総運動時間 １週間の総運動時間
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部活動の在り方に関する調査（全日本中学校長会）

(２)部活動の学校生活における効果についてお聞きします。次の項目からお選びください。【複数回答可】

（出典）全日本中学校長会 平成27年度調査研究報告書

ア 生徒間の好ましい人間関係の構築に資することができた。 オ 進路（進学）決定に良い成果（推薦、目標決定）がみられる。

イ 学習意欲・態度の向上に資することができた。 カ 地域への貢献や地域におけるよい評価につながった。

ウ 学校生活態度の向上・規範意識の高揚に資することができた。 キ 特に効果は上がっていない。

エ 学校の特色ある教育活動として位置付けられている。 ク その他 （ ）

ア．生徒間の好ましい人間関係の構築に資することができ
た。

イ．学習意欲・態度の向上に資することができた。

ウ．学校生活態度の向上・規範意識の高揚に資することができた。

エ．学校の特色ある活動として位置付けられている。

オ．進路（進学）決定に良い成果（推進、目標決定）が見られる。

カ．地域への貢献や地域における良い評価につながった。

キ．特に効果は上がっていない。

ク．その他
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80.7%
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85.8%

80.3%

26.0%

21.9%

17.6%

15.6%

31.6%

43.8%

50.6%

59.5%

62.1%

86.4%

校内研修等で教員が日頃から共に学び合い、指導改善や
意欲の向上につながっている

研修への参加意欲は高いが､業務多忙や費用､支援不足
が課題

教員は､主体的な学びを引き出すことに対しての自信が
低く、 ICT の活用等の実施割合も低い

教員の勤務時間は参加国中で断トツに長い!
人員不足感も大きい

日本の教員の１週間当たりの勤務時間は最長。

授業時間は参加国平均と同程度であるが、課外活動（スポーツ・文化活動）の
指導時間が特に長く、事務業務、授業の計画・準備時間も長い。

教員や支援職員等の不足を指摘する校長も多い。

＜１週間あたりの勤務時間＞

37.5%

47.4%

44.4%

27.5%

9.9%

32.5%

21.9%

14.1%
＜各指導実践を頻繁に行っている教員の割合＞

日本の学校には教員が学び合う校内研修､授業研究の伝統的な実践の背景が
あり､組織内指導者による支援を受けている割合､校長やその他の教員から
フィードバックを受けている割合が高い。

教員間の授業見学や自己評価、生徒対象の授業アンケートなど多様な取組の
実施割合が高い。

これらの取組の効果として、指導実践の改善や仕事の満足度、意欲等の面で
好影響があると回答している教員の割合が参加国平均よりも高い。

＜主体的な学びの引き出しに自信を持つ教員の割合＞

日本の教員は公式の初任者研修に参加している割合が高く、校内研修が盛
んに行われている。

日本では、研修へのニーズが全体的に高いが､参加への障壁として業務スケ
ジュールと合わないことを挙げる教員が特に多く、多忙であるため参加が困難
な状況がある。

批判的思考を促す

勉強ができると自
信を持たせる

関心を示さない生
徒に動機付け

学習の価値を見い
だす手助け

他の教員の授業
を見学、感想を
述べる

研修で他校の授
業を見学

少なくとも一週間を要す
る課題を与える

進度に応じて異なる課題
を与える

少人数ｸﾞﾙｰﾌﾟで共同の
解決策を考え出す

生徒が課題や学級の活
動にICTを用いる

19.0%

55.3%

51.4%

93.9%

＜授業見学の実施状況＞

＜研修参加への妨げ＞
業務ｽｹｼﾞｭｰﾙ

と合わない

費用が高い

雇用者からの
支援不足

1.6

2.9

2.9

2.1

7.1
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38.3

3.0 

3.9

5.5

7.7

8.7

17.7
53.9

（時間）

勤務時間の合計

授業

課外活動
(ｽﾎﾟｰﾂ/文化)

事務業務

授業計画･準備

同僚との共同作業
/話し合い

学校運営業務

34カ国/地域
中で最長

我が国の教員の現状と課題 – TALIS2013結果概要 –
日本日本

参加国平均
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（出典）「学校運動部活動指導者の実態に関する調査（平成26年7月）」（（公財）日本体育協会）

運動部活動指導者の実情
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：国語，社会，数学，理科，外国語の授業時数の合計

：上記以外の教科等の授業時数の合計
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（４）高等学校
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高等学校学習指導要領の構成

各教科・科目ごとに、目標、内容、
内容の取扱いを規定

第１章 総 則

第２章 各学科に共通する各教科

第４章 総合的な学習の時間

第５章 特 別 活 動

教育課程編成の一般方針、各教科・科
目及び単位数、各教科・科目等の履
修、各教科・科目、総合的な学習の時
間及び特別活動の授業時数、内容等の
取扱いに関する共通的事項、指導計画
の作成等に当たって配慮すべき事項等
について規定

第３章主として専門学科に
設置される各教科

各教科ごとに、目標、内容、内容の取
扱いを規定

農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情
報、福祉、理数、体育、音楽、美術、英語

国語、地理歴史、公民、数学、理科、
保健体育、芸術、外国語、家庭、情報

第１款 教育課程編成の一般方針
・教育基本法、学校教育法等に示された教育の目的、目標

・学力の３要素、言語活動の充実、生徒の学習習慣の確立

・道徳教育 ・体育・健康に関する指導

・就労やボランティアに関わる体験的な学習の指導

第２款 各教科・科目及び単位数等
・卒業までに履修させる単位数等

・各教科、科目及び総合的な学習の時間な学習の時間の単位数等

・学校設定教科、科目

第３款 各教科・科目の履修等

・各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間

・専門学科、総合学科における各教科・科目の履修等

第４款 各教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動の授業時数等

第５款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

１ 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

２ 各教科・科目等の内容等の取扱い

３ 指導計画の作成に当たって配慮すべき事項
・各教科・科目の相互の関連を図った発展的、系統的な指導

・各事項のまとめ方や重点の置き方の工夫

・義務教育段階での学習内容の確実な定着

・道徳教育の全体計画の作成

４ 職業教育に関して配慮すべき事項

・普通科における配慮事項 ・専門学科における配慮事項

・進路指導等の充実

５ 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
・言語活動の充実 ・個々の生徒の特性等の伸張

・生徒指導の充実 ・キャリア教育の推進

・生徒が見通しを立てたり振り返ったりする活動

・個に応じた指導の充実 ・学習の遅れがちな生徒などへの配慮

・障害のある生徒などへの配慮・海外から帰国した生徒などへの適切な指導

・情報モラル、情報活用能力 ・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実

・部活動の意義と留意点・評価による指導の改善、学習意欲の向上

・家庭や地域との連携、学校間の連携や交流、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同

学習、高齢者などとの交流の機会

第６款 単位の修得及び卒業の認定

・単位の修得の認定 ・卒業までに修得させる単位数

・各学年の課程の修了の認定

第７款 通信制の課程における教育課程の特例

高等学校の教育課程全体を通じて育成す
る資質・能力

横断的に育成を目指す資質・能力と教科等
間の関係

教育課程編成の在り方（ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ）の視点

学習・指導方法の改善（ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ）
の視点

知・徳・体の総合的な育成の視点

学校生活の核となる教育課程の意義

教科等各教科等の本質的意義と教育課程
の総体的構造

教育課程全体において重視すべき学習活
動等
（習得・活用・探究、言語活動、体験活動、問題解決的
な学習、自主的・自発的な学習、見通し・振り返り、繰
り返し指導、情報機器やネットワーク等の活用、社会
教育施設等の活用、学校図書館を活用した読書活
動、美術館や音楽会等を活用した芸術鑑賞活動等）

18歳の段階や義務教育段階で身につけて
おくべき力の共有

キャリア教育の視点 生徒指導、進路指導

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑの理念を踏まえた連
続性のある「多様な学びの場」における十
分な学びの確保

部活動の位置づけ

学校段階間の接続

多様な個に応じた指導の在り方（優れた才能

や個性を有する児童生徒への指導や支援、海外から
帰国した子供や外国人児童生徒への日本語指導・適
応指導等、学び直し、習熟度別指導等）

青字は、高等学校に固有の観点

「社会に開かれた教育課程」の理念の実現に向けて、高等学校学習指導要
領全体及び総則はどのような構造や表現とすることがふさわしいか

高等学校・総則の改善のイメージ

論点整理を踏まえて追加又は
整理すべき視点（例）
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前文

⇒「社会に開かれた教育課程」の実現や学校の役割、教育課程を中核に地域・家庭と連携・協

働しながら、学校教育の改善・充実を図っていくことの重要性など今回改訂が目指す理念につ

いて示す

総則

第１款 高等学校教育の基本

１ 教育基本法、学校教育法等の法令に示された高等学校の目的、目標の達成に向けた教育

課程の意義

２ 「生きる力」の理念に基づく知・徳・体の総合的な育成

・「確かな学力」 学力の３要素、生徒の学習習慣の確立

・「豊かな心」 道徳教育、豊かな情操の育成

・「健やかな体」 体育・健康に関する指導

・就労やボランティアに関わる体験的な学習の指導

３ 高等学校教育を通じて育成を目指す資質・能力

・「生きる力」を一体的に捉えた、高等学校教育を通じて育成を目指す資質・能力の三つの柱

について

・高等学校教育を通じて育成を目指す資質・能力と初等中等教育（幼・小・中・高）を通じて育

成を目指す資質・能力との関係

・各教科等で育成する資質・能力との関係

・資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの必要性

４ 資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの実現

・各学校・学科において、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」「何が身

に付いたか」「個々の生徒の発達をどのように支援するか」「実施するために何が必要か」とい

う視点に基づき、教育課程を軸に学校教育を改善・充実していくことの必要性

・高等学校教育を通じて育成を目指す資質・能力に基づき、各学校において学校教育目標を

設定し、それらを踏まえて、教科横断的な視点で教育課程を編成すること

・教科を越えた学校内の連携や地域等との連携を図りながら、教育課程の内容と人的・物的資

源等を効果的に組み合わせて実施することの必要性

・実施状況に関する各種調査やデータ等を踏まえ、教育課程を評価し改善することの必要性

第２款 教育課程の編成

１ 学校教育目標に基づいた教育課程の編成

・各学校・学科において、育成を目指す資質・能力を含めて示す学校教育目標に基づき、教

育課程を編成する

・各学校・学科において、教育課程編成の基本方針を家庭・地域と共有する

２ 教育課程の編成における共通的事項

(1)各教科・科目及び単位数等

・卒業までに履修させる単位数等

・各教科、科目及び総合的な学習の時間な学習の時間の単位数等

・学校設定教科、科目

(2)各教科・科目の履修等

・各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間

・専門学科、総合学科における各教科・科目の履修等

・職業教育を主とする専門学科における各教科・科目の履修等

(3)各教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動の授業時数等

(4)単位の修得及び卒業の認定

・単位の修得の認定 ・卒業までに修得させる単位数

・各学年の課程の修了の認定

(5)通信制の課程における教育課程の特例

３ 中学校との接続

（初等中等教育全体を見通しつつ、中学校との接続に配慮すること）

（中等教育学校等において中高一貫教育の特徴を活かした特色ある教育課程編成の工夫

をすること）

４ 義務教育段階での学習内容の確実な定着や学習が遅れがちな生徒などへの配慮

(1) 義務教育段階での学習内容の確実な定着

・各教科・科目の指導における学習機会

・必履修教科・科目の標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当する

・学校設定科目等を履修させた後に、必履修教科・科目を履修させる

(2) 学習が遅れがちな生徒などへの配慮

・各教科・科目の選択、その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行う

５ 横断的に育成を目指す資質・能力と教科等間の関係

６ 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

７ 各教科・科目等の内容等の取扱い

８ 全体として、調和の取れた指導計画

・各教科、各学年間の相互の関連を図った発展的、系統的な指導

・各教科等の内容の指導上のまとまり（単元、題材、主題など）の重要性を踏まえ、各指導事

項のまとめ方や重点の置き方を工夫した効果的な指導

・職業教育に関して配慮すべき事項

・道徳教育の全体計画の作成

何ができるようになるか
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第４款 生徒の発達を踏まえた指導

１ 生徒の発達の支援

・ホームルーム経営の充実を図り、教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関

係を育てるとともに生徒理解を深め、生徒指導を充実すること

・生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育

活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行い、キャリア教育を充実すること

（※職業に関する専門学科におけるキャリア教育の推進のための就業体験等、及び学校生

活の全体を通じた個々の生徒の個性の伸長、との関係について整理）

・生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、習熟度別指導、課題学

習、補充・発展学習など、個に応じた指導を充実すること

２ 特別な配慮を必要とする生徒への指導

(1) 障害のある生徒への指導

・個々の生徒の障害の状態や学習上の困難に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画

的、組織的に行うこと

・通級による指導に関する教育課程の構造、配慮事項について

・「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成について

(2) 海外から帰国した生徒等の学校生活への適応や日本語指導

・個々の生徒の学校生活への適応と外国における経験をいかした指導

・日本語の習得に困難のある生徒への指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う

こと

第５款 学習活動の充実のための学校運営上の留意事項

１ 学校の指導体制の充実

・学習指導を改善・充実していく体制（校内研修体制）

・学校間の連携、交流

・部活動の意義と留意点

２ 家庭・地域との連携・協働

・家庭や地域との連携・協働

・障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習

・世代を越えた交流の機会（高齢者、異年齢の児童生徒など）

別紙 各教科等の見方・考え方

⇒各教科等の学習において働かせる「見方・考え方」の一覧を示す

生徒の発達を
どのように支援するか

実施するために何が必要か

第３款 教育課程の実施と学習の評価

１ 教育課程の実施

（１）指導内容の具体化

・第２章以下に示す各教科等の内容について、育成を目指す資質・能力をイメージし、主体

的・対話的で深い学びを通じて計画的に育成するために、指導上のまとまり（単元、題材、主

題など）を作り上げることの重要性

・特に重要となる学習活動の在り方

－資質・能力の育成の基盤としての言語の役割と言語活動を充実させることの必要性

－生徒が見通しを立てたり振り返ったりする活動

（※それぞれの活動等の意義や必要性、主体的・対話的で深い学びとの関連を記述）

（２）教育課程の実施上の留意事項

・発展的な内容の指導と留意点

・個々の生徒の特性等の伸長

（※第４款１ 個々の生徒の発達の支援 キャリア教育の充実との関係を整理）

・情報モラル、情報活用能力

（情報活用能力の育成と情報機器の活用とを分けて記述）（※第２款の５との関係整理）

・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実

２ 学習評価を通じた学習指導の改善

・各教科等の目標に応じて評価を行う

・各学校において目標を定め、観点別に評価を行う（※各教科等の観点は示さない）

・生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果を評価し、

指導の改善を行い、資質・能力の育成に生かす

どのように学ぶか
何が身に付いたか
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○ 高等学校は，中学校卒業後の約９８％の者が進学し，社会で生きていくために必要となる力を共通して身

に付ける，初等中等教育最後の教育機関である。また，その教育を通じて，一人一人の生徒の路に応じた
多様な可能性を伸ばし，その後の高等教育機関等や社会での活動へと接続させていくことが期待されてい
る。

○ こうした役割と責任を果たすことができるよう，昨年１２月に取りまとめられた中央教育審議会答申「新し

い時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜の一体的改革
について」等を踏まえ，一人一人の生徒が，義務教育を基盤として，①十分な知識・技能と，②それらを基
盤にして答えのない問題に自ら答えを見いだしていく思考力・判断力・表現力等と，③これらの基になる主
体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度とを身に付けていくことができるよう，高大接続改革の全体
像を見据えながら，高等学校教育の改革を実現していくことが求められている。その具体的な教育課程の
在り方等については，下記に示すように「共通性の確保」と「多様化への対応」の観点を軸として検討する
必要がある。

○ 社会で生きていくために必要となる力を共通して身に付ける「共通性の確保」の観点からは，昨年６月に

中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会が取りまとめた「コア」についての整理を踏まえ
つつ，全ての生徒が共通に身に付けるべき資質・能力を，三つの柱に沿って明確化し，それらを育む必履
修教科・科目等の改善を図るとともに，教科・科目等間の関係性を可視化していくことが必要である。

高等学校段階で共通して育成を目指す資質・能力 ＜論点整理（抄）＞

高等学校段階で共通して育成を目指す資質・能力について
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高等学校教育を通じて育成を目指す資質・能力に関する答申等

○ 新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜の一体的改革につ
いて（平成２６年１２月）＜抄＞

１．我が国の未来を見据えた高大接続改革

(2) 高等学校教育，大学教育を通じて育むべき「生きる力」「確かな学力」の明確化
（略）高等学校教育，大学教育を通じて育むべき「生きる力」を，それを構成する「豊かな人間性」「健康･体力」「確かな学力」

それぞれについて捉え直すと，以下のように考えることができる。

① 豊かな人間性
高等学校教育を通じて，国家及び社会の責任ある形成者として必要な教養と行動規範を身に付けること。大学においては，それ

を更に発展・向上させるとともに，国，地域社会，国際社会等においてそれぞれの立場で主体的に活動する力を鍛錬すること。

② 健康･体力
高等学校教育を通じて，社会で自立して活動するために必要な健康･体力を養うとともに，自己管理等の方法を身に付けること。

大学においては，それを更に発展・向上させるとともに，社会的役割を果たすために必要な肉体的，精神的能力を鍛錬すること。

③ 確かな学力
学力の三要素を，社会で自立して活動していくために必要な力という観点から捉え直し，高等学校教育を通じて(ⅰ)これからの

時代に社会で生きていくために必要な，「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度（主体性･多様性･協働性）」を養うこ
と，(ⅱ)その基盤となる「知識･技能を活用して，自ら課題を発見しその解決に向けて探究し，成果等を表現するために必要な思考
力･判断力･表現力等の能力」を育むこと，(ⅲ)さらにその基礎となる「知識･技能」を習得させること。大学においては，それを更
に発展･向上させるとともに，これらを総合した学力を鍛錬すること。
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○ 初等中等教育分科会高等学校教育部会 審議まとめ ～高校教育の質の確保・向上に向けて～（平成２６年６
月）＜抄＞

第２章 高校教育の質の確保・向上に関する課題・基本的考え方
１．「共通性の確保」と「多様化への対応」
○ 本部会においては，これらの指摘も踏まえ，高校教育の共通性を確保するため，全ての生徒が共通に身に付ける資質・能力につい

て，「コア」と位置付けた上で，その範囲・要素と評価の在り方について整理した。

２．全ての生徒が共通に身に付けるべき資質・能力の育成＜共通性の確保＞
（２）全ての生徒が共通に身に付けるべき資質・能力「コア」
②「コア」を構成する資質・能力
○ 変化の激しい社会にあって，働く人々に求められる能力は高度化しており，身に付けた専門知識や技能がすぐに陳腐化したり，新た

な知識・技能の習得を次々に迫られたりするなど，求められる対応のスピードも速くなっている。
○ 一方，求められる知識・技能の変化が激しいからこそ，誰にとっても，生涯にわたって学び続けることの必要性がますます大きくな

り，そのための基盤となる力を身に付けることが，改めて重要となっている。さらに，どのような職業においても共通に求められる
汎用的能力の基礎となる力や，市民社会の形成者として求められる能力等は，近い将来職業人となり，また，全員が主権者となる高
校生が確実に身に付けることが必要である。

○ 高等学校は，進学や就職といった生徒の進路にかかわらず，中学校卒業後のほぼ全ての者が，社会で生きていくために必要となる力
を共通して身に付けるとともに，自立に向けた準備期間を提供することのできる最後の教育機関となる。

○ 社会で自立し，社会に参画・貢献していく人材の育成を推進していく観点からは，「確かな学力」を構成する「学力の三要素」とと
もに，特に，次の力を，「コア」を構成する資質・能力の重要な柱として重視していくべきと考える。
・ 社会・職業への円滑な移行に必要な力
・ 市民性（市民社会に関する知識理解，社会の一員として参画し貢献する意識など）

○ さらに，「コア」を構成する資質・能力としては，これらの柱を更に具体化したもの等として，以下のような資質・能力を挙げるこ
とができる。
・ 言語を活用して批判的に考える力，分かりやすく説明する力，議論する力
・ 新たな価値観や考え方を創り出す力やものづくり力などを含めた「創造力」
・ 多様な他者の考えや立場を理解する力や，相手の話を聴く力，コミュニケーション力などを含めた「人間関係形成力」
・ 自ら課題に挑戦していく力などを含めた「主体的行動力」
・ 今後の自分自身の可能性を含めて自らを肯定的に理解するとともに，自らの思考や感情を律し，今後の成長のために進んで学ぼ

うとする「自己理解・自己管理力」
・ 生徒が将来の進路を決定するために必要な｢勤労観・職業観｣，労働者としての権利・義務の理解など社会的・職業的自立の上で

の基礎的・基本的な知識・技能
・ 社会の発展に寄与する意識・態度などの「公共心」
・ 社会奉仕の精神，他者への思いやり
・ 健康の保持増進のための実践力 159
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%万人

国公立高校の生徒数(万人)

高校等進学率（％）

年度

H27 私立
104.2万人

私立高校の生徒数(万人)

S25 42.5％

S40 70.7％

S40 507.4万人

S49 90.8％

H27 国公立
227.7万人

高等学校等への進学率は着実に向上し、昭和49年度に90％を超えた

（国公私立の全日制・定時制の計）

文部科学省「学校基本調査（平成27年度）」

進学率 通信制を含めると98.5%

Ｈ27 96.6％

高等学校等・高専の進学者（115.7万人(H27)）
高校進学率＝ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中学校等の卒業者（117.5万人(H27)）

高等学校等への進学率・高等学校在籍者数［推移］
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162 文部科学省「学校基本調査（平成27年度）」

7,319 7,459 7,440 7,707 7,746 7,631 7,484 6,800 6,789 6,746

普通3,366 3,586 3,965 4,040 4,318 4,338 4,286 4,182 3,833 3,824 3,797

－

2,000

4,000

6,000

8,000

農業 679 581
492 460 434

411 382 358 307

工業 715 736
686 685

690 695 662 635
542

商業 1,201 1,126 1,103 1,083 1,064 1,030
936

819

655

水産 56 53 52 53 52 52 48 46 42

家庭 955
856 768 698

634 536
430 372

277
看護 159 159 160 152 140

139 99
94

情報 22 29
福祉 68

98

その他 283 222 234
261 363

521
607 606

566

総合学科 23

141 277

356

0

500

1000

1500

昭和45年 50 55 60 平成2年 ７ 12 17 25 27

※ 全日制・定時制のみ

※「その他の専門学科」には、理数、体育、音楽、美術、外国語、国際関係等の学科がある。

※ 学科数について、同一の学科が全日制・定時制の両方に設置されている場合は１として計上。

学科数（学科） 計7,255

高等学校の学科数（学科別）［推移］



出典：文部科学省「学校基本調査(平成27年度)」

学科別生徒数・学科数・学校数 （平成２７年度）

3,309,613 6,746 3,541

 小 計 618,826 18.7 2,021 609

 農 業 83,040 2.5 309 127

 工 業 254,524 7.7 537 273

 商 業 202,308 6.1 636 176

 水 産 9,193 0.3 42 20

 家 庭 42,230 1.3 277 6

 看 護 14,756 0.4 94 6

 情 報 3,130 0.1 28 0

 福 祉 9,645 0.3 98 1

2,409,432 72.8 3,797 2,625

105,300 3.2 566 41

176,055 5.3 362 266総 合 学 科

職
業
学
科

（
専
門
高
校

）

区　　分
生徒数
（人）

その他専門学科

合　　　計

普　通　科

比率
（％）

当該学科を置く
学校数(延べ数)

単独学科
学校数

※ 全日制・定時制のみの統計である（通信制は含まれない）。
※ 「当該学科を置く学校数」欄は、複数学科を置く学校について、それぞれの学科に計上した延べ数である。
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164 文部科学省「学校基本調査（平成27年度）」

その他の学科
 570
 8.4%

情報科
 29

 0.4%

水産科
42

 0.6%

看護科
 95

 1.4%

福祉科
 98

 1.4%

家庭科
 277
 4.1%

農業科
 311
 4.6%

工業科
 540
 8.0%

商業科
 647
 9.5%

専門学科
 2,609
 38.4%

総合学科
 356
 5.3%

普通科
 3,824
 56.3%

通信制
231
 4.0%

定時制
663

 11.7%

全日制
4,785
84.3%

学科別学校数（全日制・定時制の本科）課程別学校数

全日制課程：通常の課程、修業年限３年
定時制課程：夜間その他特別の時間又は時期において

授業を行う課程、修業年限３年以上
通信制課程：通信による教育を行う課程、修業年限３年以上

※一つの学校が２つ以上の学科を持つ場合は、
それぞれの学科について、重複して計上。

※一つの学校が２つ以上の課程を併置している場合は、
それぞれの課程について、重複して計上。

課程別・学科別学校数（平成２７年度） ［内訳］



165文部科学省「学校基本調査（平成27年度）」

福祉科
 9,835
 0.3%

情報科
 3,124
0.1%

その他の学科
 105,795

 3.2%

水産科
9,398
 0.3%

看護科
 14,811
 0.4%

家庭科
42,887
 1.3%

農業科
 83,534
 2.5%

商業科
 206,605

 6.2%

工業科
 258,001

 7.8%

専門学科
 733,990
 22.1%

総合学科
 175,295

 5.3%

普通科
 2,415,330

 72.6%

全日制
3,221,781

92.1%

通信制
180,393

5.2%

定時制
97,333
2.8%

学科別生徒数（全日制・定時制の本科）課程別生徒数

全日制課程：通常の課程、修業年限３年
定時制課程：夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程、

修業年限３年以上
通信制課程：通信による教育を行う課程、修業年限３年以上

課程別・学科別生徒数（平成２７年度） ［内訳］



「大学短大進学率」は、昭和58年度以前は通信制への進学を除いており、厳密には59年度以降と連続しない 文部科学省「学校基本調査」

高等学校卒業生の進路 ［推移］
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科目履修のイメージ（現状）
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３．資質・能力の育成に向けた教育内容の改善・充実
（１）構成の見直し

＜略＞

○ 小・中学校においては、各教科等の特質に応じて育まれた見方・考え方を総合的に活用しながら、自ら問いを
見いだし探究することのできる力を育成し、探究的な学習が自己の生き方に関わるものであることに気付くよう
にする。

○ それを基盤とした上で、高等学校における総合的な学習の時間においては、各教科等の特質に応じて育まれ
る「見方・考え方」を総合的・統合的に活用することに加えて、自己の在り方生き方に照らし、自己のキャリア形
成の方向性と関連付けながら見方・考え方を組み合わせて統合させ、活用しながら、自ら問いを見いだし探究
することのできる力を育成する。

○ 自己のキャリア形成の方向性と関連付けるという点においては、高等学校の専門教科における課題研究科目
や、現在、新たに検討されている「理数探究（仮称）」においても同様の性格を持つ。総合的な学習の時間と課
題研究科目、「理数探究（仮称）」との違いは、専門性を活かした職業につながる専門教科や、大学における学
問分野につながっていく「理数探究（仮称）」の場合には、専門分野に向かっていく自己のキャリア形成と関連付
けながら「見方・考え方」を統合させ、活用していくことを前提とした探究を行うのに対し、総合的な学習の時間で
は、特定の分野を前提とせずに、実社会や実生活から自ら見いだした課題を探究していくことを通して自己の
キャリア形成の方向性を見いだすことにつなげていくという違いがある。

○ こうした観点から、高等学校におけるこれまでの「総合的な学習の時間」については、その名称についても見直
すべきである。小・中学校における総合的な学習の時間とのつながりやそこからより探究的に発展したものであ
るという位置づけを考えると、例えば「総合的な探究の時間」あるいは「探究の時間」といった名称も考えられる
ところであるが、具体的な名称については、高等学校における各教科等の構成の見直しも踏まえて高等学校部
会において決定することが適当である。

生活・総合的な学習の時間ワーキンググループにおける審議の取りまとめ（総合的な学習の時間）＜抜粋＞
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「産業社会と人間」 学習指導要領における記述

高等学校学習指導要領（平成21年３月）＜抄＞

第１章 総則
第２款 各教科・科目及び単位数等

５ 学校設定教科
(1) 学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特色ある教育課程の編成に資するよう，上記２及び３の表

に掲げる教科以外の教科（以下「学校設定教科」という。）及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において，
学校設定教科及び当該教科に関する科目の名称，目標，内容，単位数等については，高等学校教育の目標及びその水準の維
持等に十分配慮し，各学校の定めるところによるものとする。

(2) 学校においては，学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。この科目の目標，内容，単位数等

を各学校において定めるに当たっては，産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ，社会に積極的に寄与し，生涯
にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに，生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう，就業体験等の体験的
な学習や調査・研究などを通して，次のような事項について指導することに配慮するものとする。
ア社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観，職業観の育成
イ我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
ウ自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成

第３款各教科・科目の履修等
３ 総合学科における各教科・科目の履修等

総合学科における各教科・科目の履修等については，上記１のほか次のとおりとする。
(1) 総合学科においては，第２款の５の(2)に掲げる「産業社会と人間」をすべての生徒に原則として入学年次に履修させるものとし，

標準単位数は２～４単位とすること。
(2) 総合学科においては，学年による教育課程の区分を設けない課程（以下「単位制による課程」という。）とすることを原則とすると

ともに，「産業社会と人間」及び専門教科・科目を合わせて25単位以上設け，生徒が多様な各教科・科目から主体的に選択履修で

きるようにすること。その際，生徒が選択履修するに当たっての指針となるよう，体系性や専門性等において相互に関連する各教
科・科目によって構成される科目群を複数設けるとともに，必要に応じ，それら以外の各教科・科目を設け，生徒が自由に選択履
修できるようにすること。 179

・ 現行の学習指導要領等における「産業社会と人間」に関する記述は以下のとおりとなっている。
・ 特別活動において、キャリア教育の意義が明確にされることも踏まえつつ、今回の改訂に合わせて見直すべき事項はあるか。



「産業社会と人間」 学習指導要領 解説 における記述
高等学校学習指導要領解説総則編（平成21年７月） ＜抄＞

４ 学校設定科目及び学校設定教科（第１章第２款の４及び５）

(4) 「産業社会と人間」

「産業社会と人間」は，平成５年の総合学科の創設に伴い，その原則履修科目とされた科目である。総合学科
は，普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科であり，その教育課程における各教科・科目
は，高等学校の必履修科目，学科の原則履修科目，総合選択科目，自由選択科目により構成し，原則履修科目
として「産業社会と人間」，情報に関する基礎的科目及び「課題研究」の３科目とすることが，平成５年３月に初等
中等教育局長名の通知で示された。

総合学科における「産業社会と人間」は，人間としての生き方の探求，特に自己の生き方の探求を通して，職業
を選択し，決定する場合に必要な能力と態度を養うとともに，将来の職業生活を営む上で必要な態度やコミュニ
ケーションの能力を培うことや現実の産業社会やその中での自己の在り方生き方について認識させ，豊かな社会
を築くために積極的に寄与する意欲や態度を育成することをねらいとしている。このねらいを達成するため，各学
校では，社会人や地域の有識者を講師とするなど地域との積極的な連携を図り，実習，見学，調査研究などの体
験的な活動を取り入れた学習を展開してきている。また，「産業社会と人間」の学習は，自らの進路等を考慮した
適切な各教科・科目の選択能力の育成にも大きな役割を果たしている。

このような自己の在り方生き方や進路について考察するとともにそれらを通して自らの進路等に応じて適切な各
教科・科目を選択する能力を育成する学習は，高等学校において，どの学科でも重要な意義を有することから，平
成11年の改訂において，学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができることを明示し
たものである。

各学校において，学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設ける場合，目標の設定に当たって
は，産業社会における自己の生き方について考えさせ，社会に積極的に寄与し，生涯にわたって学習に取り組む
意欲や態度を養う観点に留意する必要がある。また，生徒が自己の進路に応じ主体的に各教科・科目の選択が
できるように，就業体験や見学等の体験的な学習，調査・研究や発表・討論などの生徒の主体的な活動を重視し
た学習方法を積極的に取り入れ，特に次のような事項を指導するよう配慮することを総則において示しているもの
である。 180



ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観，職業観の育成
イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成

この「産業社会と人間」の指導事項については，平成５年２月の高等学校教育の改革の推進に関する会議の第
四次報告において，職業と生活，我が国の産業と社会の変化及び進路と自己実現の３項目で構成し，具体的に
は次のようなことを指導することが提言された。

① 職業と生活

各種企業や施設等の見学及び就業体験やボランティア活動，卒業生や職業人等との対話，発表や討論等を
通して，職業の種類や特徴，職業生活などについて理解するとともに，勤労の意義について考察し，職業人と
して必要とされる能力・態度，望ましい勤労観・職業観を養うための学習を行うこと。

② 我が国の産業と社会の変化

先端的な工場や情報関連企業等の見学，技術者や海外勤務者等の講話，調査研究や発表・討論等を通し
て，我が国の科学技術の発達や産業・経済の発展・変化について理解し，それがもたらした情報化，国際化等
の社会の変化，人々の暮らしへの影響について考察するための学習を行うこと。

③ 進路と自己実現

発表・討論，自己の学習計画の立案等を通して，自己の能力・適性，興味・関心等と各種職業に求められる
資質・能力を踏まえ，自己の将来の生き方や進路について考察すること。これらの項目は，職業と生活が学習
指導要領に示されたアの事項，我が国の産業と社会がイの事項，進路と自己実現がウの事項とそれぞれ対応
するものと考えられ，各学校においては，この報告の内容を十分配慮し
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都道府県 学校名 課程 学校の特色

青森県 Ａ総合高校 定時制 【科目の目標】
自己の生き方在り方を考え、主体的に進路を選択することができるよ

う、現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力の育成を図る。
また、産業社会での自己の在り方・生き方について認識させ、豊かな

社会を築くために積極的に寄与する意欲や態度の育成を図る。

【特色】
・1年次で履修する「産業社会と人間」を 『キャリアデザイン基礎』と位
置づけ、2・3年次で履修する『キャリアデザイ ン』（総合的な学習の時
間）と合わせて、キャリア教育に重点を置き、「生き抜く力」の育成を
図っている。

東京都 Ｂ総合高校 全日制 【科目の目標】
Ⅰ 自己の生き方を探求させるという観点から、自己啓発的な体験学習や
討論などを通じて、職業の選択決定に必要な能力・態度、将来の職業生
活に必要な態度やコミュニケーション能力を養うとともに、生涯にわ
たって学習に取り組む意欲や態度を養成する。

Ⅱ 現実の産業社会やその中での自己の在り方生き方について認識させ、
豊かな社会を築くために積極的に寄与する意欲や態度の育成を図る。

【特色】
・生徒は、「産業社会と人間」で自らを見つめ、ライフプランを作成し、
それを実現するための「自分だけの時間割」で高校生活を送る

「産業社会と人間」を開設し特色ある取組をしている例

182
出典：高等学校教育の改革に関する推進状況について（平成２６年２月）に一部加筆



【平成19年調査】

【平成11年調査（公立全日制学校）】

n=107

n=235

出典： 平成１９年度国立教育政策研究所「今後の後期中等教育の在り方に関する調査研究「総合学科に関する調査」報告書」

○ 「その他」以外の全ての項目の割合が減少。特に「職場見学・体験等」「調査研究」「ボランティア活動」「討論会」
は10％以上減少

「産業社会と人間」の年間指導計画における活動
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○ 平成１９年度は産業社会と人間を学ぶ意義は全ての項目において肯定的な回答が7割前後。
平成１１年調査と比べても全ての項目で肯定的回答の割合が高くなっている。

出典： 平成１９年度国立教育政策研究所「今後の後期中等教育の在り方に関する調査研究「総合学科に関する調査」報告書」

「産業社会と人間」を学ぶ意義
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義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導について

○ 学び直し等の多様な要請に応えるため、各高等学校が生徒の実態等を考慮して、学校設定教科・科目を
活用することや、学習指導要領上の教科・科目等について標準単位数を増加して対応することなども、「カ
リキュラム・マネジメント」の中で検討されるべきである。こうした柔軟な対応のために必要な事項について
も、総則の在り方をはじめとした今後の検討の中で整理していくことが求められる。

（主な意見）
・義務教育段階で十分に学べなかった子に対する学び直しは本当に大切なこと。高校を卒業する時点で必要な、18歳として

必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力、学習意欲等をどのようにしてもう一度彼らに取り戻すのかということを考えて
おく必要。

・高校生の場合、家庭の貧困と教育格差が直結しやすい。親が病気とか一人親家庭だと、家族の介護や家計のためのアル
バイトで忙しくなり、学校に行きたくても行けなくなって辞めざるを得ない現状もある。いったん辞めてしまうと、学び直したく
ても金銭的にも時間的にも精神的にも難しい。しかし、現実的にスキルも何も付いていなければ、なかなか正規雇用には結
びつかず、結局、非正規雇用のまま貧困を生きていくという子供たちも少なくない。そこも踏まえ、学校にいる間にいかに
ベーシックスキルを担保するかということも大事。

【「論点整理」における指摘】
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高等学校学習指導要領
第１章 総則

第５款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
３ 指導計画の作成に当たって配慮すべき事項

各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として、調査のとれた具体的
な指導計画を作成するものとする。
(3) 学校や生徒の実態等に応じ、必要がある場合には、例えば次のような工夫を行い、義務教育段階での学習

内容の確実な定着を図るようにすること。
ア 各教科・科目の指導に当たり、義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けるこ

と。
イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら、必履修教科・科目の内容を十分に習得させること

ができるよう、その単位数を標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当すること。
ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定科目等を履修させた後に、必履

修教科・科目を履修させるようにすること。

○趣旨
高等学校を卒業するまでにすべての生徒が必履修教科・科目の内容を学習する必要があるが、その内容を十分に理解するた

めには、義務教育段階の学習内容が定着していることが前提として必要となるものであることから、それが不十分であることにより
必履修教科・科目の内容が理解できないということのないよう、必履修教科・科目を履修する際又は履修する前などにそうした学
習内容の確実な定着を図れるようにする配慮を求めたもの。

○学校設定科目による対応について
学校設定科目の目標や内容については「その科目の属する教科の目標に基づき」定めることとされており（総則第２款の４）、

学校設定教科及び当該教科に関する科目の目標や内容については「高等学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配
慮」しなければならないとされているが（総則第２款の５）、高等学校教育の目標は義務教育の成果を発展・拡充させることである
ことから、生徒の実態に応じ義務教育段階の学習内容について確実な定着を図り、その成果を発展・拡充させるために、義務教
育段階の学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定教科・科目を高等学校の教科・科目として開設し、その単位数
を卒業までに修得すべき単位数に加えることは、このような高等学校教育の目標や総則第２款の４及び５の規定に適合するもの
である。

「義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導」に関する
現行の学習指導要領における位置付け
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（出典）平成２７年度公立高等学校における教育課程の編成・実施状況調査の結果について
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平成２６年度における義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導の実施状況について、①
必履修教科・科目の「標準単位数を超えて増加して配当」することによる指導と、②「学校設定教科・科目を設
置」することによる指導、③「放課後や長期休暇、土曜日等の補習」による指導の３点について調査したとこ
ろ、①の方法により実施する学校の割合が比較的高かった。

義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導の実施状況①
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義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導の実施状況②
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義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導の実施状況③



（５）特別支援学校
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第１節 教育目標 ・学校教育法等に示された教育の目的、目標

第２節 教育課程の編成

第１ 一般方針

・教育基本法、学校教育法等に示された教育の目的、目標

・障害の状態及び発達の段階や特性等を考慮した適切な教育課程の編成

・学力の３要素、言語活動の充実、児童生徒の学習習慣の確立

・道徳教育 ・体育・健康に関する指導 ・自立活動

第２ 内容等の取扱いに関する共通的事項

・発展的内容の指導と留意点 ・指導の順序の工夫 ・学年の目標及び内容の示し方 ・選択教科の開設

・知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科の取扱い

・道徳教育の内容

第３ 授業時数等の取扱い

・年間の総授業時数（準ずるものとする）

・総合的な学習の時間に充てる授業時数 ・自立活動に充てる授業時数

・年間の授業日数（週数） ・児童会活動、クラブ活動、生徒会活動、学校行事

・授業の１単位時間の適切な設定、短時間学習の留意点 ・創意工夫を生かした弾力的な時間割の編成

・総合的な学習の時間による特別活動(学校行事)への振り替え

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

１ 学校の創意工夫を生かし、調和の取れた具体的な指導計画

・各教科、各学年間の相互の連携、系統的・発展的指導

・２学年を見通した指導（視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱者である児童）

・まとめ方や重点の置き方に工夫した効果的な指導 ・合科的・関連的な指導

・個別の指導計画の作成 ・家庭や地域との連携、学校相互の連携、交流及び共同学習

２ 各教科等の指導に当たっての配慮

・個に応じた指導、授業形態や集団の構成の工夫、協力的な指導

・重複障害者に対する指導、専門的な知識・技能を有する教師間の協力の下の指導、専門家の指導・助言

・言語活動の充実 ・体験的な学習、問題解決的な学習、自主的・自発的な学習

・生徒指導の充実、進路指導の充実、校内の組織体制の整備、関係機関との連携

・学習課題の選択や自らの将来について考える機会、ガイダンス機能の充実

・見通しを立てたり振り返ったりする活動 ・海外から帰国した者への適切な指導

・障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒への対応

・コンピュータ等の情報手段の活用、視聴覚教材等の活用、障害の状態や特性への配慮

・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実 ・評価による指導の改善、学習意欲の向上

・学校医等との連携、保健及び安全への留意 ・個別の教育支援計画の作成

・部活動の意義や留意点 ・特別支援学校におけるセンター的機能

３ 道徳教育を進めるに当たっての配慮

第５ 重複障害者等に関する教育課程の取扱い

「社会に開かれた教育課程」の理念の実現に向けて、小学部・中学部学習指導要領全
体及び総則はどのような構造や表現とすることがふさわしいか

小学部・中学部学習指導要領の構成
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※ 小学部：平成３０年度、中学部：平成３１年度より

各教科ごとに、目標、内容、内容の取扱いを規定

第１章 総 則

第２章 各 教 科

第1節 小学部
第1款 視覚障害者、聴

覚障害者、肢体
不自由者又は病
弱者
小学校に準ずる

教育目標、教育課程の編成、実施につい
て、各教科等にわたる通則的事項を規定

小学部、中学部の教育課程全体を通じて
育成を目指す資質・能力

横断的に育成を目指す資質・能力と教科
等間の関係

教育課程編成の在り方（ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ）の視点

学習・指導方法の改善（ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ）
の視点

知・徳・体の総合的な育成の視点

学校生活の核となる教育課程の意義

教科等各教科等の本質的意義と教育課
程の総体的構造

教育課程全体において重視すべき学習活
動等
（習得・活用・探究、言語活動、体験活動、問題解決的な学
習、自主的・自発的な学習、見通し・振り返り、繰り返し指
導、情報機器やネットワーク等の活用、社会教育施設等の
活用、学校図書館を活用した読書活動、美術館や音楽会等
を活用した芸術鑑賞活動等）

論点整理を踏まえて追加又は整理すべ
き視点（例）

学校段階間の接続

18歳の段階や義務教育段階で身につけ
ておくべき力の共有

キャリア教育の視点

多様な個に応じた指導の在り方
（優れた才能や個性を有する児童生徒への指導や支援、海
外から帰国した子供や外国人児童生徒への日本語指導・適
応指導等、学び直し、習熟度別指導等）

生徒指導、進路指導

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑの理念を踏まえた
連続性のある「多様な学びの場」における
十分な学びの確保

下線部は、小学校及び中学校学習指導要領には
示されていない観点

第2節 中学部
第1款 視覚障害者、聴

覚障害者、肢体
不自由者又は病
弱者
中学校に準ずる

第３章 特別の教科 道徳

第４章 外国語活動

第５章 総合的な学習の時間

第６章 特別活動

第2款 知的障害者
生活、国語
算数、音楽
図画工作、
体育

第2款 知的障害者
国語、社会
数学、理科
音楽、美術
保健体育
職業・家庭
外国語

第７章 自立活動

部活動の位置づけ
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前文

⇒「社会に開かれた教育課程」の実現など今回改訂が目指す理念や、教育課程を中核に地域・家庭と連

携・協働しながら、学校教育の改善・充実の好循環を生み出すことの意義について示す。

総則

第１ 教育目標

第２ 小学部及び中学部教育の基本

１ 教育基本法、学校教育法等の法令に示された小学部及び中学部教育の目的、目標の

達成に向けた教育課程の意義

・障害の状態及び発達の段階や特性等を考慮した適切な教育課程の編成

２ 「生きる力」の理念に基づく知・徳・体の総合的な育成

・「確かな学力」 学力３要素、児童又は生徒の学習習慣

・「豊かな心」 道徳科を要とした道徳教育、豊かな情操の育成

・「健やかな体」 体育・健康に関する指導（含 安全・食育：中）

・「調和的発達の基盤を培う」 自立活動の指導

３ 小学部及び中学部教育を通じて育成を目指す資質・能力

・「生きる力」を一体的に捉えた、小学部及び中学部教育を通じて育成を目指す資質・能

力の三つの柱について

・小学部及び中学部教育を通じて育成を目指す資質・能力と初等中等教育（幼・小・中・

高）を通じて育成を目指す資質・能力との関係

・各教科等間で育成を目指す資質・能力との関係（知的障害者である児童又は生徒に対す

る教育を行う特別支援学校の各教科で育成を目指す資質・能力と小・中学校の各教科で

育成を目指す資質・能力との関係）

・資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの必要性（障害の状態及び発達の段

階や特性等を考慮）

４ 資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの実現

・各学校において、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」

「何が身に付いたか」「個々の生徒の発達をどのように支援するか」「実施するために

何が必要か」という視点に基づき、教育課程を軸に学校教育を改善・充実していくこと

の必要性

・小学部及び中学部教育を通じて育成を目指す資質・能力に基づき、各学校において学校

教育目標を設定し、それらを踏まえて、教科横断的な視点で教育課程を編成すること

・教科を越えた学校内の連携や地域等との連携を図りながら、教育課程の内容と人的・物

的資源等を効果的に組み合わせて実施することの必要性

・実施状況に関する各種調査やデータ等を踏まえ、教育課程を評価し改善することの必要

性

第３ 教育課程の編成

１ 学校教育目標に基づいた教育課程の編成

・各学校において、育成を目指す資質・能力を含めて示す学校教育目標に基づき、教育

課程を編成する。

何ができるようになるか

２ 教育課程の編成における共通的事項（授業時数、内容の取り扱い）

・年間の総授業時数（準ずるものとする）

・総合的な学習の時間に充てる授業時数

・自立活動に充てる授業時数

・年間の授業日数（週数）

・児童会活動、生徒会活動（中）、クラブ活動、学校行事

・１単位時間の適切な設定、短時間学習の留意点（中）

・創意工夫を生かした弾力的な時間割

・総合的な学習の時間による特別活動（学校行事）への振り替え

・指導の順序の工夫

・学年の目標及び内容の示し方の趣旨

・選択教科の開設（中）

・道徳教育の内容

３ 学校段階間の接続

・幼稚部と小学部の円滑な接続のためのスタート・カリキュラム

（低学年において生活科を中心に合科的・関連的指導などの工夫）

・小学部と中学部の接続と義務教育学校

（義務教育学校では学年段階の区切りに応じた資質・能力を設定）

・中学部、高等部の接続と中等教育学校（中）

・幼稚園、小・中学校、高等学校との教育課程の円滑な接続

４ 横断的に育成を目指す資質・能力と教科等間の関係

５ 調和の取れた全体の指導計画

・各教科、各学年間の相互の連携、系統的・発展的指導

・２学年を見通した指導（小）（視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱者である児童）

・まとめ方や重点の置き方に工夫した効果的な指導

・合科的・関連的な指導（小）

・家庭や地域との連携、学校相互の連携、交流及び共同学習

６ 障害の状態等に応じた教育課程の編成の基本的な考え方

・学習指導要領を踏まえて教育内容・授業時数を明らかにする段階と教育内容等を踏まえて指導

計画を作成する段階

・「指導内容の精選等」について、精選する際の基本的な考え方

・各教科等の学びの連続性の考え方（小・中学校等の各教科、知的障害者である児童生徒のため

の各教科）

・自立活動を主とした教育課程を行う際の心身の調和的発達、全人的な発達を促すための系統的

な指導の在り方

・教科及び自立活動の指導目標設定等の手続き

７ 重複障害者等に関する教育課程の取扱い

何を学ぶか
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・児童及び生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、習熟度別指導、課題学

習、補充・発展学習など、個に応じた指導を充実すること

・ガイダンス機能の充実（中）

２ 個々の児童及び生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等を踏まえた指導

(１) 障害のある児童及び生徒への指導

・「個別の教育支援計画」の作成

・「個別の指導計画」の作成

・個に応じた指導、授業形態や集団の構成の工夫、協力的な指導

・重複障害者に対する指導、専門的な知識・技能を有する教師間の協力の下の指導、専門家の指導・

助言

・学校医等との連携、保健及び安全への留意

・障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒への対応

(２) 海外から帰国した児童及び生徒等の学校生活への適応や日本語指導

・個々の児童及び生徒の学校生活への適応と外国における経験をいかした指導

・日本語の習得に困難のある児童及び生徒への指導内容や指導方法の工夫を計画的、

組織的に行うこと

第６ 学習活動の充実のための基盤

１ 学校における学習活動の基盤

・学級経営の充実を通した学習や生活の基盤づくり

・学習指導を改善・充実していく体制（校内研修体制）

・校内の組織体制の整備

・教師間の相互の連携

・学校間の連携

・部活動の意義や留意点（教育課程との関連、地域連携）（中）

・特別支援学校におけるセンター的機能

２ 家庭及び地域や福祉、労働等の業務を行う関係機関との連携・協働

第７ 道徳教育推進上の配慮事項

・全体計画の作成、道徳教育推進教師

・指導内容の重点化（低・中・高）

・豊かな体験の充実

・家庭、地域との連携・協働

別表 各教科等の見方・考え方

⇒各教科等の学習において働かせ、育成する見方・考え方の一覧を示す

第４ 教育課程の実施と学習評価

１ 教育課程の実施

（１）指導内容の具体化

・第２章以下に示す各教科等の内容のまとまり（単元、題材、主題など）ごとに、育成を目指す資質・能

力をイメージし、主体的・対話的で深い学びを通じて計画的に育成していくことの重要性

・特に重要となる学習活動の在り方

－資質・能力の育成の基盤としての言語の役割と言語活動を充実させることの必要性

－体験的な学習、問題解決的な学習、自主的・自発的な学習

－児童及び生徒が見通しを立てたり振り返ったりする活動

（↑それぞれの活動等の意義や必要性、主体的・対話的で深い学びとの関連を記述）

（２）教育課程の実施上の留意事項

・発展的な内容の指導と留意点

・知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科の取扱い

（各教科等を合わせて指導）

・コンピュータ等の情報手段の活用、視聴覚教材等の活用、障害の状態や特性への配慮

（情報活用能力の育成と情報機器の活用とを分けて記述）

（※第２の３との関係整理）

・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実

２ 学習評価の充実

・各教科等の目標に応じて評価を行う

・各学校において目標を定め、観点別に評価を行う

（※各教科等の観点は示さない）

・評価による指導の改善、学習意欲の向上

第５ 個々の児童及び生徒の発達や進路を踏まえた指導

１ 個々の児童及び生徒のキャリア発達の支援

・教師と児童及び生徒の信頼関係及び児童及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童

及び生徒理解を深め（小・中）、生徒が自主的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができ

るよう（中）、生徒指導を充実すること（小中）。

・各教科等の指導に当たり、児童及び生徒が自らの将来について考える機会を設けるなどキャリア教育

を充実すること（小）

・生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、

計画的、組織的な進路指導（キャリア教育）を行うこと（中）

どのように学ぶか
何が身に付いたか

個々の児童の発達を
どのように支援するか

実施するために何が必要か
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高等部学習指導要領の構成

各教科・科目ごとに、目標、内容、 内容の
取扱いを規定

第１章 総 則

第２章各学科に共通する各教科

第４章 総合的な学習の時間

第５章 特 別 活 動

教育目標、教育課程の編成の一般方針、各教
科・科目及び単位数、各教科・科目の履修、各
教科・科目、総合的な学習の時間、特別活動及
び自立活動の授業時数、知的障害者である生徒
に対する教育を行う特別支援学校における各教
科等の履修、内容等の取扱いに関する共通的事
項、指導計画の作成等に当たって配慮すべき事
項、単位の修得及び卒業の認定、重複障害者等
に関する教育課程の取扱い等について規定

第３章主として専門学科に設置
される各教科

各教科ごとに，目標，内容，内容の取扱いを
規定

⑴視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者であ
る生徒に対する教育を行う特別支援学校

農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福
祉、理数、体育、音楽、美術、英語

第１節 教育目標 第２節 教育課程の編成

第１款 一般方針

・教育基本法、学校教育法等に示された教育の目的、目標 ・障害の状態及び発達の段階や特性等への考慮 ・学力の３要素、言語活動の

充実、生徒の学習習慣の確立 ・道徳教育 ・体育・健康に関する指導 ・自立活動の指導 ・就労やボランティアに関わる体験的な学習の指導

第２款 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科・科目等の履修

第１ 各教科・科目及び単位数等

・卒業までに履修させる単位数等 ・各学科に共通する各教科・科目及び標準単位数

・主として専門学科において開設される各教科・科目 ・学校設定教科、科目

第２ 各教科・科目の履修等

・各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間 ・専門学科における各教科・科目の履修 ・職業教育を主とする専門学科

における各教科・科目の履修等

第３ 各教科・科目、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動の授業時数等

第３款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等

第１ 各教科等の履修

・卒業までに履修させる単位数等 ・各学科に共通する各教科等 ・主として専門学科において開設される各教科・科目 ・学校設定教科

第２ 各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動の授業時数等

・総授業時数の標準 ・年間の授業日数（週数） ・専門教科の授業時数 ・ホームルーム活動の授業時数 ・生徒会活動、学校行事

・総合的な学習の時間に充てる授業時数 ・自立活動に充てる授業時数 ・授業の１単位時間の適切な設定、短時間学習の留意点

・総合的な学習の時間による特別活動(学校行事)への振り替え

第４款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

１選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

２各教科・科目等の内容等の取扱い

・高等学校に準ずる ・生徒の負担過重 ・指導の順序 ・学習活動の区分 ・指導内容の重点化、選択 ・生徒の知的障害の状態等に応じた具体的異な

指導内容の設定

３指導計画の作成に当たって配慮すべき事項

・各教科・科目の相互の関連を図った発展的、系統的な指導 ・各事項のまとめ方や重点の置き方 ・個別の指導計画の作成、評価、指導

の改善 ・義務教育段階での学習内容の確実な定着 ・道徳教育の全体計画の作成 ・家庭や地域、学校相互の連携、交流及び共同学習

４職業教育に関して配慮すべき事項

・普通科における配慮事項 ・専門学科における配慮事項 ・進路指導等の充実、関係機関連携、産業現場等における長期間の実習

・職業に関する教科・科目の配慮事項

５教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項

・個に応じた指導の充実 ・重複障害者に対する指導、教師間の連携、専門家の指導・助言 ・言語活動の充実 ・自己の生き方や在り方を考え主体的な

進路選択、ガイダンス機能の充実 ・生徒指導の充実 ・キャリア教育の推進 ・生徒が見通しを立てたり振り返ったりする活動 ・学習の遅れがちな生徒

などへの配慮 ・海外から帰国した生徒などへの適切な指導 ・障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒 ・情報モラル、情報活用能力、障害の

状態等に即した教材・教具の創意工夫 ・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実 ・評価による指導の改善、学習意欲の向上 ・実験・実習の留意

点 ・学校医等との連携、保健及び安全への留意 ・個別の教育支援計画の作成 ・部活動の意義と留意点 ・特別支援学校におけるセンター的機能

第５款 単位の修得及び卒業の認定

第１ 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

１各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定 ２卒業までに修得させる単位数 ３各学年の課程の修了の認定

第２ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

・年間の総授業時数 ・総合的な学習の時間に充てる授業時数（年間も含む） ・自立活動に充てる授業時数（年間も含む） ・年間の授業日数（週数） ・専門学科の全

ての生徒に履修させる授業時数 ・ＨＲ活動の授業時数 ・生徒会活動、学校行事 ・授業の１単位時間の適切な設定、短時間学習の留意点 ・総合的な学習の時間に

よる特別活動(学校行事)への振り替え

第６款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い 第７款 専攻科

高等部の教育課程全体を通じて育成
を目指す資質・能力

横断的に育成を目指す資質・能力と教
科等間の関係

教育課程編成の在り方（ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ）の視点

学習・指導方法の改善（ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝ
ｸﾞ）の視点

知・徳・体の総合的な育成の視点

学校生活の核となる教育課程の意義

教科等各教科等の本質的意義と教育
課程の総体的構造

教育課程全体において重視すべき学
習活動等（習得・活用・探究、言語活
動、体験活動、問題解決的な学習、自
主的・自発的な学習、見通し・振り返
り、繰り返し指導、情報機器やネット
ワーク等の活用、社会教育施設等の活
用、学校図書館を活用した読書活動、
美術館や音楽会等を活用した芸術鑑
賞活動等）

18歳の段階や義務教育段階で身につ
けておくべき力の共有

キャリア教育の
視点

生徒指導、進路指
導

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑの理念を踏まえ
た連続性のある「多様な学びの場」に
おける十分な学びの確保

部活動の位置づけ

学校段階間の接続

多様な個に応じた指導の在り方（優れ
た才能や個性を有する児童生徒への
指導や支援、海外から帰国した子供や
外国人児童生徒への日本語指導・適
応指導等、学び直し、習熟度別指導
等）

下線部は、高等学校学習指導要領には示されて
いない観点

「社会に開かれた教育課程」の理念の実現に向けて、高等部学習指導要領全体及び総則はどのような構造や表現とすることがふさわしいか

特別支援学校高等部 総則の改善のイメージ

論点整理を踏まえて追加又は
整理すべき視点（例）

第２款 視覚障害者、
聴覚障害者、肢体不自
由者又は病弱者

高校に準ずる

第３款 知的障害者

国語、社会、数学、理
科、音楽、美術、
保健体育、職業、
家庭、外国語、情報

⑵視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

保健理療

⑶聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

印刷、理容・美容、クリーニング

３知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

家政、農業、工業、流通・サービス、福祉
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前文

⇒「社会に開かれた教育課程」の実現など今回改訂が目指す理念や、教育課程を中核に地域・家庭と

連携・協働しながら、学校教育の改善・充実の好循環を生み出すことの意義について示す

総則

第１款 教育目標

第２款 高等部教育の基本

１ 教育基本法、学校教育法等の法令に示された高等学校の目的、目標の達成に向けた教育課程の

意義、障害の状態及び発達の段階や特性等への考慮

２ 「生きる力」の理念に基づく知・徳・体の総合的な育成

・「確かな学力」 学力の３要素、生徒の学習習慣の確立

・「豊かな心」 道徳教育、豊かな情操の育成

・「健やかな体」 体育・健康に関する指導

・「調和的発達の基盤」 自立活動の指導

・就労やボランティアに関わる体験的な学習の指導

３ 高等部教育を通じて育成を目指す資質・能力

・「生きる力」を一体的に捉えた、高等部教育を通じて育成を目指す資質・能力の三つの柱について

・高等部教育を通じて育成を目指す資質・能力と初等中等教育（幼・小・中・高）を通じて育成を

目指す資質・能力との関係

・各教科等で育成を目指す資質・能力との関係（知的障害者である児童又は生徒に対する教育

を行う特別支援学校の各教科で育成を目指す資質・能力と小・中学校の各教科で育成を目指

す資質・能力との関係）

・資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの必要性（障害の状態及び発達の段階や

特性等を考慮）

４ 資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの実現

・各学校・学科において、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」「何が身に付い

たか」「個々の生徒の発達をどのように支援するか」「実施するために何が必要か」という視点に基づ

き、教育課程を軸に学校教育を改善・充実していくことの必要性

・高等部教育を通じて育成を目指す資質・能力に基づき、各学校において学校教育目標を設定し、そ

れらを踏まえて、教科横断的な視点で教育課程を編成すること

・教科を越えた学校内の連携や地域等との連携を図りながら、教育課程の内容と人的・物的資源等を

効果的に組み合わせて実施することの必要性

・実施状況に関する各種調査やデータ等を踏まえ、教育課程を評価し改善することの必要性

第３款 教育課程の編成

１ 学校教育目標に基づいた教育課程の編成

・各学校・学科において、育成を目指す資質・能力を含めて示す学校教育目標に基づき、教育課

程を編成する

２ 教育課程の編成における共通的事項

第１ 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別

支援学校における各教科・科目等の履修

(1)各教科・科目及び単位数等

・卒業までに履修させる単位数等 ・各学科に共通する各教科・科目及び標準単位数

・主として専門学科において開設される各教科・科目

・学校設定教科、科目

(2)各教科・科目の履修等

・各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間

・専門学科における各教科・科目の履修等

・職業教育を主とする専門学科における各教科・科目の履修等

(3)各教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動及び自立活動の授業時数等

(4)単位の修得及び卒業の認定

・単位の修得の認定 ・卒業までに修得させる単位数 ・各学年の課程の修了の認定

第2 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等

(1)各教科等の履修

・卒業までに履修させる単位数等 ・各学科に共通する各教科等 ・主として専門学科に

おいて開設される各教科・科目 ・学校設定教科

(2)各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動の授業時数等

・総授業時数の標準 ・年間の授業日数（週数） ・専門教科の授業時数

・ホームルーム活動の授業時数 ・生徒会活動、学校行事

・総合的な学習の時間に充てる授業時数 ・自立活動に充てる授業時数

・授業の１単位時間の適切な設定、短時間学習の留意点

・総合的な学習の時間による特別活動(学校行事)への振り替え

(3)卒業までに履修させる授業時数及び卒業の認定

・年間の総授業時数 ・総合的な学習の時間に充てる授業時数（年間も含む）

・自立活動に充てる授業時数（年間も含む） ・年間の授業日数（週数）

・専門学科の全ての生徒に履修させる授業時数 ・ＨＲ活動の授業時数 ・生徒会活動、

学校行事

・授業の１単位時間の適切な設定、短時間学習の留意点

・総合的な学習の時間による特別活動(学校行事)への振り替え

３ 中学部との接続

４ 義務教育段階での学習内容の確実な定着や学習が遅れがちな生徒などへの配慮

(1)義務教育段階での学習内容の確実な定着

・各教科・科目の指導における学習機会

・必履修教科・科目の標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当する

・学校設定科目等を履修させた後に、必履修教科・科目を履修させる

(2)学習が遅れがちな生徒などへの配慮

・各教科・科目の選択、その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行う

何ができるようになるか

何を学ぶか

高等部学習指導要領の構成
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・知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科の取扱い

（各教科等を合わせて指導）

２ 学習評価を通じた学習指導の改善

・各教科等の目標に応じて評価を行う

・各学校において目標を定め、観点別に評価を行う（※各教科等の観点は示さない）

・評価による指導の改善、学習意欲の向上

第５款 個々の生徒の発達や進路を踏まえた指導

１ 個々の生徒のキャリア発達の支援

・教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め、生

徒指導を充実すること

・生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動

全体を通じ、ガイダンス機能の充実を図り、計画的、組織的な進路指導を行い、キャリア教育を

充実すること

（※職業に関する専門学科におけるキャリア教育の推進のための就業体験等、及び学校生活の全体を

通じた個々の生徒の個性の伸長、との関係について整理）

・生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、習熟度別指導、課題学習、補

充・発展学習など、個に応じた指導を充実すること

２ 個々の生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等を踏まえた指導

(１) 障害のある生徒への指導

・「個別の教育支援計画」の作成

・「個別の指導計画」の作成

・個に応じた指導、授業形態や集団の構成の工夫、協力的な指導

・重複障害者に対する指導、専門的な知識・技能を有する教師間の協力の下の指導、専門家の

指導・助言

・実験・実習の留意点 ・学校医等との連携、保健及び安全への留意

・障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒への対応

(２) 海外から帰国した生徒等の学校生活への適応や日本語指導

・個々の生徒の学校生活への適応と外国における経験をいかした指導

・日本語の習得に困難のある生徒への指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと

第６款 学習活動の充実のための基盤

１ 学校における学習活動の基盤

・学級経営の充実を通した学習や生活の基盤づくり

・学習指導を改善・充実していく体制（校内研修体制）

・学校間の連携、交流 ・部活動の意義と留意点 ・特別支援学校におけるセンター的機能

２ 家庭及び地域や福祉、労働等の業務を行う関係機関との連携・協働

別紙 各教科等の見方・考え方

⇒各教科等の学習において働かせ、育成する見方・考え方の一覧を示す

個々の生徒の発達を
どのように支援するか

実施するために何が必要か

５ 横断的に育成を目指す資質・能力と教科等間の関係

６ 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

７ 各教科・科目等の内容等の取扱い

・高等学校に準ずる ・生徒の負担過重 ・指導の順序 ・学習活動の区分

・指導内容の重点化、選択 ・生徒の知的障害の状態等に応じた具体的異な指導内容の設定

８ 調和の取れた全体の指導計画

・各教科・科目の相互の関連を図った発展的、系統的な指導

・各事項のまとめ方や重点の置き方の工夫

・個別の指導計画の作成、評価、指導の改善

・道徳教育の全体計画の作成

・家庭や地域、学校相互の連携、交流及び共同学習

・職業教育に関して配慮すべき事項

９ 障害の状態等に応じた教育課程の編成の基本的な考え方

・学習指導要領を踏まえて教育内容・授業時数を明らかにする段階と教育内容等を踏まえて指導

計画を作成する段階

・「指導内容の精選等」について、精選する際の基本的な考え方

・各教科等の学びの連続性の考え方（小・中学校等の各教科、知的障害者である児童生徒のた

めの各教科）

・自立活動を主とした教育課程を行う際の心身の調和的発達、全人的な発達を促すための系統

的な指導の在り方

・教科及び自立活動の指導目標設定等の手続き

１０ 重複障害者等に関する教育課程の取扱い

第４款 教育課程の実施と学習の評価

１ 教育課程の実施

（１）指導内容の具体化

・第２章以下に示す各教科等の内容のまとまり（単元、題材、主題など）ごとに、育成を目指す資

質・能力をイメージし、主体的・対話的で深い学びを通じて計画的に育成していくことの重要性

・特に重要となる学習活動の在り方

－資質・能力の育成の基盤としての言語の役割と言語活動を充実させることの必要性

－生徒が見通しを立てたり振り返ったりする活動

（※それぞれの活動等の意義や必要性、主体的・対話的で深い学びとの関連を記述）

（２）教育課程の実施上の留意事項

・発展的な内容の指導と留意点

・個々の生徒の特性等の伸長

（※第４款１ 個々の生徒の発達の支援 キャリア教育の充実との関係を整理）

・情報モラル、情報活用能力、障害の状態等に即した教材・教具の創意工夫

（情報活用能力の育成と情報機器の活用とを分けて記述）（※第２款の５との関係整理）

・学校図書館の計画的な利用、読書活動の充実

どのように学ぶか
何が身に付いたか

高等部学習指導要領の構成
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（例）中学部・高等部社会科で充実が必要な内容の例や構成
★政治的主体、経済的主体、法的主体となること
★グローバル化を踏まえた、我が国及び外国の歴史や生活・文化の理解 等

★各部間での円滑な接続を図るため、中学部の段階について、小学部の段階と
高等部の段階と系統性のある内容を設定し、新たに第二段階を設ける

【
内
容
の
例
】

■生活に結びついた具体的・実際的な学習活動
を継続的に行うことにより、身に付いた知識
や技能等が卒業後の自立と社会参加に生かさ
れていることが多い。

■各教科等を合わせて指導を行う場合、各教科
の目標・内容を関連づけた指導及び評価の在
り方が曖昧になりやすく、学習指導の改善に
十分に生かしにくい。

■特別支援学級（小・中学校）において、一部
又は全部を、特別支援学校（知的障害）の各
教科に替えて指導する場合の教育課程編成上
の留意点がわかりにくい。

■インクルーシブ教育システムの構築の進展を
踏まえ、連続性のある「多様な学びの場」に
おける子供たちの十分な学びを確保していく
観点から、小・中・高等学校と特別支援学校
（知的障害）の各教科の関連性の整理、教育
課程の円滑な接続が求められている。

改善・充実の方向性知的障害のある児童生徒のための知的障害のある児童生徒のための
各教科の意義

成果と課題

■知的障害のある子供たちの学習上の特性（学
習によって知識や技能が断片的になりやすく、
実際の生活の場で応用されにくいことなど）
を踏まえた内容で構成。

■子供一人一人の障害の程度などに応じた教育
課程が編成できるよう、学習指導要領におい
ては、段階別に、各教科の目標及び内容を大
綱的に示している。

■特に必要がある場合、各教科等を合わせて指
導を行い、子供たちが自立し社会参加するた
めに必要な知識や技能、態度などを身に付け
るための指導の形態が採用できる。

■特別支援学級（小・中学校）における取扱い、
小・中・高等学校の各教科の目標や内容との連続性・関連性の整理
など

■観点別学習状況評価の導入と多様な評価方法の活用

■知的障害のある子供たちが質の高い深い学びを実現するために
必要な指導方法の充実

■ 社会の変化に対応した各教科の内容や構成の充実

■育成を目指す資質・能力との関連を踏まえた各教科の目標の見直し
（例）社会科（高等部）

育成を目指す
資質・能力の

三つの柱

知識・技能

（何を知っているか、
何ができるか）

思考・判断・表現

（知っていること、できる
ことをどう使うか）

学びに向かう力・人間性等
（どのように社会・世界と関
わり、よりよい人生を送る
か）

社 会 科 で
育成を目指す
資 質 ・ 能 力
（ 仮 案 ）

・社会生活を営む上で
必要な知識・技能の
習得

・生活に関係の深い法
制度 等

・社会的事象に関心もち、社会
一般の出来事と自分の生活と
のつながりについて考え、判
断したり、説明したりする力
等

・主体的に生きる地域社会の一員
としての自覚

・社会参画への意欲や態度 等

子
供
た
ち
の
人
間
と
し
て
調
和
の
と
れ
た
育
成
の
一
層
の
推
進

目標構成の見直し

【
構
成
】

（例）子供たちの学びの過程を重視したアプローチ（習得、活用、探究の
学習過程が相互に関連し学習を深められる学習活動の展開 など）

現行目標
社会の様子、働きや移り変わりについての関心と理解を深め、社会生活に必要

な基礎的な能力と態度を育てる。 ※

今
後
、
小
・
中
・
高
校
の
各
教
科
等
の
改
善
・
充
実
の
方
向
性
を
踏
ま
え
具
体
的
に
整
理

・育成を目指す資質・能力は小学校等の各教科と同じであることを明確に示す
・段階ごとの目標を示す
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特 別 支 援 学 校 等 を 取 り 巻 く 現 状

■ 高等部生徒数の増加
■ 障害の状態の多様化（重度･重複を含む）

成 果 と 課 題
［成果］
◆ 新区分「人間関係の形成」が設けられ、重度・重複障害や自閉症を含む多様な障害に応じた指

導が、学校教育のあらゆる機会を通じて展開
◆ 学習指導要領解説に「ＩＣＦによる障害の捉え方」が示されたり、子供たちの自立と社会参加に

向けたアシスティブ・テクノロジーの開発により、自己の力を可能な限り発揮するための代行手
段や補助的手段を活用した指導が充実

◆ 幼児児童生徒が発達の進んでいる側面を積極的に伸ばそうとする態度が育成 など
［課題］ 一部に
◆ 自己を理解したり、得意不得意を伝えたりする力、進路先で人間関係を築く力など社会に出て

から必要となる力が十分に育っていないと指摘
◆ 実態把握、指導目標の設定、具体的な指導内容の設定までのプロセスについて、教員の理解が

十分でない
◆ 子供たちの実態把握から導かれた指導目標と到達状況の乖離
◆ 自立活動と各教科等との関連を図った指導が十分でない
◆ 子供たち自身が、どのように成長しているか、より深い学びに向かっているかどうかを捉

える学習評価の在り方 など

育成を目指す資質・能力

育成を目指す資質・能力の三つの柱を
踏まえ、
（例）
・自己の理解や感情を高めるような

内容の整理
・主体的に学ぶ意欲の一層の伸長

など

（例）
・収集した情報の整理
・困難さの背景に着目した指導課

題の関係性等の整理
・優先する指導目標の明確化 など

カリキュラム・マネジメントの確立

（例）
・パフォーマンス評価
・自己評価 など

特別支援学校の目的
幼・小・中・高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し
自立を図るために必要な知識技能を授ける

るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を養う。

自立活動の目標
個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害のよる学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服す
るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を養う。

目 的 と 目 標
改善・充実の方向性

主
体
的
に
改
善
・
克

服
し
よ
う
と
す
る
取

組
の
充
実

指
導
目
標
、
具
体
的

な
指
導
内
容
の
設
定

等
の
示
し
方
の
改
善

自 立 活 動 が 教 科 等 の 学 習 を 支 え る 役 割

教 科 等 の
学 習
教 科 等 の
学 習

小・中・高等学校

■ 児童生徒数の増加
→「自立活動」の指導を行う場の拡大

■ 高等学校（モデル事業）

個別の知識・技能

（何を知っているか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
教科等の本質に根ざした見方や考え方等

（知っていること・できることをどう使うか）

学びに向かう力・人間性等
情意、態度等にかかわるもの

（どのように社会・世界と関わり
よりよい人生を送るか）

健康の
保持

心理的
な安定

人間関係
の形成

環境の
把握

身体の動
き

コミュニ
ケーション

評
価
と
指
導

の
一
体
化
の

一
層
推
進

育成を目指す資質・能
力のために重視すべき
学びの過程等の例
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教育課程の取扱い
「解説」に示されている

適用する際の留意点
現状と課題 改善・充実の方向性

準ずる教育
（目標及び内容に関す
る事項の一部を取り扱
わない場合を含む）

当該学年前学年・前学
部代替の適用

知的障害のある子供た
ちのための各教科代替
の適用

自立活動を主とした教
育の適用

・取り扱わなかった事項や替えた
事項を、学年進行とともに、ど
のように事後措置するかを十分
考慮した指導計画を作成するこ
とが必要。

・特に、系統的な学習を主とする
場合には、教材の精選や指導の
一貫性に留意するなど、より一
層慎重な取扱いが必要。

・自立活動を主とした指導計画の
作成に当たっては、全人的な発
達を促すことをねらいとし、
（中略）段階的、系統的な指導
が展開する。

・重複障害の者については、一人
一人の障害の状態が極めて多様
（中略）心身の調和的発達の基
盤を培うことをねらいとした指
導が特に必要（中略）重要な意
義を有する。

【平成26・27年度 特別支援教育 教育課
程等研究協議会 肢体不自由教育部会（提
出資料）／56都道府県市】

本規定を適用した教育課程の編成・実施が
課題として研究に取り組んでいると記述／
27都道府県市

（記述された課題例）
［共通］
・替える根拠の判断 等

［準ずる教育課程］
・指導内容の精選の在り方 等

［知的障害教育の各教科代替］
・特別支援学級で前学年（部）

の教科を学んでいた生徒が、
高等部では知的障害教育の各
教科代替で学ぶ者もいる。そ
の際、教科の連続性の整理 等

［自立活動を主とした教育］
・知的障害教育の各教科の指導

についての検討 等

・「解説」に示されている本
規定を適用する際の基本的な
考え方について、更に分か
りやすく解説する必要。

・第２章「各教科」第１節示さ
れている障害種別の「指導内
容の精選等」の基本的な考え
方について、更に具体的に整
理し、解説する必要。

・各学校（部）段階間におけ
る各教科等の「学びの連続
性」の考え方について整理
し、解説する必要。

・自立活動を主とした教育課
程を行う際の心身の調和的
発達、全人的な発達を促す
ための系統的な指導の在り
方についての考え方や、教
科と自立活動の指導目標設
定の関係性を具体的に整理
し、解説する必要。

● 学習指導要領及び学習指導要領解説において、
・重複障害者等に関する教育課程の取扱いを適用する必要がある場合についての
・重複障害者等に関する教育課程の取扱いを適用する場合の

ではないか。
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何を

学習指導要領を踏まえて「教育内容」を明確にする段階（核となるカリキュラムの明確化）

教育内容等を踏まえて「指導計画」を作成する段階（実施するカリキュラムの作成）

学 校 教 育 目 標
• 育成を目指す資質・能力
• 目指す子供像の明確化
• 卒業までに身に付けてほしい力の検討

① 指 導 内 容 の 選 択

② 指 導 内 容 の 組 織

③ 授 業 時 数 の 配 当

達成を目指して

学 習 指 導 要 領 に 示 す 各 教 科 等 の 目 標 ・ 内 容 等

• 発展的、系統的に指導内容を配列・組織
• 各教科等間の指導内容の相互の関連

• 基礎的・基本的な指導内容の明確化
• 指導内容の精選・重点を置くべき指導内容の明確化

• 各教科等の年間授業時数を定める
• 学期、月、週ごとの各教科等の授業時数を定める
• 各教科等の授業の１単位時間を適切に定める

どのように 指 導 の 形 態 ご と に 指 導 計 画 の 作 成

③ 時 間 割 の 編 成 学習グループ、指導体制の検討

② 指導内容の組織、時数の配分

① 指導の形態の選択

年間計画、学期計画、月・週計画、単元（題材）計画等

各教科等別指導、各教科を合わせて指導、各教科等を合わせて指導

④ 個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成
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学期ごとの
達成状況

本 時 の 授 業

各 教 科 等 の 内 容 の 明 確 化

各 教 科 等 の 目 標 の 明 確 化

評 価

各
教
科

道
徳

外
国
語
活
動

総
合
的
な
学

特
別
活
動

自
立
活
動

個
別
の
指
導
計
画

◆「社会に開かれた教育課程」

◆「カリキュラム・マネジメント」 教育課程の総体的構造の可視化（例）

各 学 部 教 育 課 程 編 成

指導内容の選択
指導内容を組織
授業時数を配当

指 導 計 画 作 成 （ 指 導 の 形 態 、 年 間 計 画 、 時 数 配 分 、 時 間 割 等 ）

各 教 科 等 の 実 態 把 握

知識・技能
（何を知っているか、

何ができるか）

◆ 学 び の 連 続 性

◆ 育 成 を 目 指 す 資 質 ・ 能 力

卒 業 後 の 視 点 か ら 学 校 教 育 を 考 え る

学習指導要領に基づき、身に
付けてほしい力を育むための
指 導 内 容 等 の 検 討

指 導 ・ 学 習 方 法 の 明 確 化

思考・判断・表現
（知っていること・

できることをどう使うか）

評 価 方 法 の 明 確 化

学 校 教 育 目 標

目 指 す 児 童 生 徒 像

卒 業 ま で に 身 に 付 け て ほ し い 力
• 皆 で 共 有 す る 目 指 す 姿

• 身 に 付 け て ほ し い 力

◆ 教 育 課 程 の 円 滑 な 接 続

各 学 部 教 育 目 標

個別の教育支援計画

• 目 指 す Ａ さ ん の 姿

• Ａ さ ん に 育 て た い 力

評 価

学 び の 履 歴

主体的に学習に取り組
む 態 度

（どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか）

育 成 を 目 指 す 資 質 ・ 能 力 の 三 つ 柱 に 沿 っ た 学 習 評 価 の 整 理

「 ア ク テ ィ ブ ・ ラ ー ニ ン グ 」
主体的・対話的で深い学び

◆「アクティブ・ラーニング」
の視点

習得

活用 探究

指導内容の精選・指導の重点化

学
習
指
導
要
領
か
ら
教
育
内
容
を
明
確
に
す
る
段
階

指
導
計
画
を
作
成
す
る
段
階
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○現行の特別支援学校学習指導要領（高等部）では、
「キャリア教育の推進」、「産業現場等における長期
間の実習を取り入れる」等が新たに明記され、各校で
地域等と連携した実際的な指導が充実してきている。

【地域と協働した取組の例】高齢者のグループホーム等
にでかけ、カフェをサービスする学習に取り組むなど

改善・充実の方向性

教育課程企画特別部会 論点整理成果と課題

２．新しい学習指導要領等が目指す姿
（１）新しい学習指導要領等の在り方について
（人生を主体的に切り拓くための学び）
○（略）子供たちに社会や職業で必要となる資質・能力を育むためには、学校
と社会との接続を意識し、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤とな
る能力や態度を育み、キャリア発達を促す「キャリア教育」 の視点も重要である。
学校教育に「外の風」、すなわち、変化する社会の動きを取り込み、世の中と結び
付いた授業等を通じて子供たちにこれからの人生を前向きに考えさせることが、主
体的な学びの鍵となる。
５.各学校段階、各教科等における改訂の具体的な方向性
（１）各学校段階の教育課程の基本的な枠組みと、学校段階間の接続
⑤幼稚園、小学校、中学校、高等学校等における特別支援教育、特別支援学校
○また、特別支援学校においては、（略）特に、子供たちの発達の段階に応じた自
立活動の改善・充実、これからの時代に求められる資質・能力を踏まえた、障害の
ある子供たち一人一人の進路に応じたキャリア教育の充実、知的障害のある子供た
ちのための教科の改善・充実を図ることが求められる。

■キャリア発達の視点を踏まえた学習状況評価の充実。
■キャリア発達を支援するためのカリキュラム・マネジメントの
具体を示す。（教育活動全体への働きかける仕組み）

■ 障害の程度が重度の子供たちのキャリア教育の考え方について、
キャリア発達の視点から示す。

・小・中・高等学校等に準じた改善の各教科等の改善・充実の方向性を踏まえ
て整理。

・キャリア教育は、キャリア発達を支援する教育であることの考え方の具体を
示す。

・キャリア教育は、育成を目指す資質・能力を踏まえ、幼稚部、小・中学部、
高等部段階から実施するものであることを踏まえ、展開例や留意点を示す。

■幼稚部、小学部段階から、自分らしい生き方を実現していく過程
であるキャリア発達を促す「キャリア教育の推進」を明確にする。

○児童生徒が目的意識をもって学習意欲を高めたりする
ことのできる技能検定等が開発され、地域の実態に応
じた技能検定大会などが実施されている。

【例】宮崎県特別支援学校チャレンジ検定など

【成果】

・小学部の子供たちや知的障害の程度が重度の子供た
ちが取り組めるように段階的に級を定めた技能検定
の開発が課題。

・ワークキャリアのための実践の一層の向上に加え、
ライフキャリアの充実にも力点を置き、小・中・高
等部一貫したキャリア教育を実施するための土台作
りが必要である。

【課題】
（文部科学省キャリア教育・就労支援等の充実事業成果報告書から）

・子供たちのキャリア発達を促す授業の構成、実施方
策についての更なる研究が必要である。

（特総研専門研究Ｂ-253（平成22年３月）研究成果報告書から一部編集）

・小学部ではキャリア教育と聞いただけで、「職業教
育は小学部には関係ない」という意識が一部にある。
どのようにしてキャリア教育を伝えていくのかが課
題。

・障害の程度が重度の子供たちへの取組など、当該の
子供を指導する教員に対して、キャリア教育の概念
が浸透していない現状。
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■インクルーシブ教育システム構築の進展を
踏まえ、連続性のある「多様な学びの場」
における子供たちの十分な学びの連続性を
確保していく観点から、小・中学校等と知
的障害のある児童生徒のための各教科の関
連性の整理、教育課程の円滑な接続が求め
られている。
中学校特別支援学級卒業者のうち高等部への
進学者数の割合

…64.3%（H26.3卒業者）

改善・充実の方向性教育課程企画特別部会「論点整理」教育課程企画特別部会「論点整理」

特別支援教育を取り巻く現状

■各教科等を学ぶ本質的意義の捉え直し
■各学校段階における各教科等で育成を目指

す資質・能力の整理
■目標・内容の検討
■学習のプロセスの検討
■目標に準拠した評価の観点の検討 など

■ 小学校の改訂や教育課程の連続性を踏まえた特別支援学校（知的障害）小学部
における外国語活動の導入についての検討

■「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」を踏まえ、小・中学校等の教科と、
知的障害のある子供たちのための教科の考え方を整理

■「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」
の適用をする際、小学校等と知的障害のある
子供たちのための各教科の連続性をどのよう
に捉えたらよいか、現場の悩みがある。

■子供たちが通常の学級、特別支援学級、特別
支援学校などと、多様な学びの場で学習する
現状もあり、連続性のあるカリキュラムを追
求していく必要がある。

■各教科の教育内容を保障することを前提とし
ながら、自立活動に「替える（指導の方向性
を変更する）」という手続きや判断をどのよ
うに捉えたらよいか、現場の悩みがある。

特別支援教育部会（第７回）の意見

（各教科で育成を目指す資質・能力）小・中学校等の改訂に準じる。
（各教科の目標）小・中学校等の改訂に準じる。
（段階）各教科の各段階の領域ごとに目標を設定してはどうか。

・小・中学校等の各学年の領域に対応した目標の系統性と関連づけた整理をしてはどうか。
・１段階の目標については、２段階がめざす各領域の目標との系統性を考慮し、幼稚園教育要

領に示されるねらいのほか、発達の初期段階に関する先行研究を参考に、具体的に整理して
はどうか。

・１段階の目標と自立活動の目標との関連や目標設定の手続き等を具体的に解説してはどうか。
（内容）各段階の領域ごとに示された目標の系統性を踏まえながら、小・中学校等の学習指導要

領に示されている内容との連続性に基づいて整理してはどうか。
・小・中学校等の改善を踏まえ、領域などの表現や構成を整理してはどうか。

（内容の取扱い）次のことについて、学習指導要領の「第２ 指導計画の作成と各教科全体及び
各教科の内容の取扱い」に明記してはどうか。

・各学部で各教科の各段階の領域ごとに目標を設定した場合、既に各学部の段階の目標を達成
している子供たちのために、特に必要がある場合には、個別の指導計画に基づき、各学部に
対応した学校段階までの学習指導要領を参考に指導できる、としてはどうか。

（評価）小・中学校等の改訂に準ずる。

小
・
中
学
校
等
の
各
教
科
と
の
接
続
、
小
学
部
等
の
教
育
課
程
の
連
続
性

・外国語に親しんだり、外国の文化についての理解や関心を深めたりするため、子供の実態等を考
慮の上、特に必要がある場合には、小学校における外国語活動を設定することができる、として
はどうか。

現行学習指導要領に示されている知的障害のある子供たちのための各教科の目標及び内容等に
ついて、以下の視点から改訂してはどうか。

■ 「カリキュラム・マネジメント」の考え方や検討の道筋について整理

・学習指導要領を踏まえて教育内容を明確にする段階、教育内容を踏まえて指導計画を作成する
段階、個別の指導計画と授業等とのつながりなど、カリキュラムの総体的な可視化をしながら
解説してはどうか。

・重複障害のある子供たちの教科等の目標及び内容を変更する際の手続きを整理してはどうか。
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（６）学校段階間の接続
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■これまで多くの学校設置者において小中一貫教育の取組が進められてきた
⇒ 小中一貫教育に取り組む市町村（特別区を含む。以下同じ。）は２１１、取組の総件数は１，１３０

件であり、全国的に取組が広がっている。また、今後小中一貫教育の実施を予定又は検討して

いる市町村や、全国的な動向を注視している市町村が相当数あることから、小中一貫教育の導

入は今後さらに増加していくものと考えられる。

・ 小中一貫教育を実施中： ２１１市町村 （約１割）

・ 小中一貫教育を実施予定又は検討中： １６６市町村 （約１割）

・ 国及び他市町村の状況を注視している市町村： ４５０市町村 （約３割）

・ 小中一貫教育の取組件数： １，１３０件 （小学校２，２８４校、中学校１，１４０校）

調査対象： 都道府県、市区町村、小中一貫教育を実施する国公立小・中学校
調査時点： 平成２６年５月１日

文部科学省による小中一貫教育等についての実態調査の概要

小中一貫教育の取組状況
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調査対象：都道府県、市区町村、小中一貫教育を実施する国公立小・中学校 ／ 調査時点：平成２６年５月１日

小中一貫教育等についての実態調査の概要 ①

○ 実施件数 １１３０件 （小学校２２８４校、中学校１１４０校）

○ 実施市町村 ２１１市町村 （全市町村の約１２％）

○ 積極的に推進している県 ４県

積極的な検討・注視している県 ３県＋３３県

１．実施状況について

○ 施設一体型 １４８件 （１３％）

○ 施設隣接型 ５９件 （ ５％）

○ 施設分離型 ８８２件 （７８％）

２．施設形態について

○ １人の校長が小・中学校を兼務 １３１件 （１２％）

○ 学校毎に校長を置くが、責任者となる校長を指名 １１５件 （１０％）

○ 学校毎に校長を置き、適宜連携 ８８４件 （７８％）

３．管理職の配置について

【９年間の系統性・連続性の確保のための取組】

○ 合同行事の実施（７０％）

○ ９年間をひとまとまりと捉えた学校目標の設定（４７％）

○ ９年間の系統性を整理した小中一貫カリキュラムの作成（５２％）

○ ９年間を見通した学習・生活規律の設定（５１％） 等

※回答に重複あり。なお、９年間一貫した学校教育目標と

カリキュラムの作成の双方を実施している学校は２８９件（２６％）

４．教育課程・指導方法について

【特例の活用状況】

○ 研究開発学校制度の活用 １％

○ 教育課程特例校制度の活用 １９％

※特例の内容…新教科等の設定７２％、英語教育

早期化：８２％、指導内容の前倒し１８％

「研究開発学校制度」：学習指導要領の改訂等に資する実証的
資料を得るため、研究校を指定し、新しい教育課程等の研究
開発を実施するもの。

「教育課程特例校制度」：地域等の特色を生かした特別の教育
課程の編成・実施を認めるもの。206



○ 以下に当てはまる取組の方が「大きな成果が認められる」、「成果が認められる」と回答する割合が上昇する傾向

① 取組の開始から一定程度年数が経過している場合 ⑤ 学年段階の区切りを４－３－２などに変更した場合

② 小学校における教科担任制を導入した場合 ⑥ ９年一貫の教育目標やカリキュラムを導入した場合

③ 小・中学校教員の乗り入れ授業を実施した場合 ⑦ 施設一体型とした場合

④ １人の校長が小・中学校を兼務した場合

【課題の状況】

○ 課題が認められる ８７％

（大きな課題が認められる（７％）、課題が認められる（８０％））

① 教職員の負担感・多忙感の解消

② 小・中の教職員間での打ち合わせ時間

の確保

③ 小・中合同の研修時間の確保

【成果の状況】

○ 成果が認められる ８８％

（大きな成果が認められる（１０％）、成果が認められる（７７％））

① 中学校進学に不安を覚える児童が減少

② 中１ギャップが緩和された

③ 小・中の教員間で協力して指導に当たる意識が向上

④ 小・中で共通で実践する取組が増えた

⑤ 小・中で互いの良さを取り入れる意識が高まった

小中一貫教育等についての実態調査の概要 ②

○ ６－３ ： ８１０件（７２％） ○ ４－３－２ ： ２９３件（２６％） ○ ５－４、４－５ ： ３件（０．３％）

５．学年段階の区切りについて

７．効果的な一貫性の確保の取組について

６．成果・課題について
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小中一貫教育の成果
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全国学力・学習状況調査の結果が向上した
都道府県又は市町村独自の学力調査の結果が向上した

民間の標準学力検査の結果が向上した
学習習慣の定着が進んだ

生活リズムが改善した
全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が向上した

授業が理解できると答える児童生徒が増えた
勉強が好きと答える児童生徒が増えた

学習意欲が向上した
学習に悩みを抱える児童生徒が減少した

中学校への進学に不安を覚える児童が減少した
児童生徒の学校生活への満足度が高まった

いわゆる「中１ギャップ」が緩和された
いじめの問題等が減少した

不登校が減少した
暴力行為の発生件数が減少した

学習規律・生活規律の定着が進んだ
児童生徒の規範意識が高まった（子供が落ち着いた）
児童生徒に思いやりや助け合いの気持ちが育まれた

児童生徒の自己肯定感が高まった
児童生徒のコミュニケーション能力が高まった

上級生が下級生の手本となろうとする意識が高まった
下級生に上級生に対する憧れの気持ちが強まった

予防的生徒指導等の取組が充実した
特別な支援を要する児童生徒へのきめ細かな指導が充実した

教員の指導方法の改善意欲が高まった
教員の生徒指導力の向上につながった
教員の教科指導力の向上につながった

養護教諭、栄養教諭、学校事務職員などの資質能力が向上した
小学校教職員の間で基礎学力保障の必要性に対する意識が高まった

小・中学校の教職員間で互いの良さを取り入れる意識が高まった
小・中学校の教職員間で協力して指導にあたる意識が高まった

小・中学校共通で実践する取組が増えた
小・中学校の授業観や評価観の差が縮まった

小・中学校の指導内容の系統性について教職員の理解が深まった
教職員の仕事に対する満足度が高まった

保護者の学校への満足度が高まった
保護者との協働関係が強化された

地域との協働関係が強化された
同一中学校区内の小学校間の取組の差の解消につながった

異校種、異学年、隣接校間の児童生徒の交流が深まった
学校独自の新教科や領域の指導が充実した

校務分掌等、学校運営の効率化につながった
その他（自由記述）

大きな成果が認められる

成果が認められる

N=1130（小中一貫教育実施件数）
※「大きな成果が認められる」の回答が特に多い項目については●で示している。
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小中一貫教育の課題
8%

4%
13%

7%
2%
1%
3%

2%
3%

8%
26%

21%
19%

12%
13%

7%
8%

27%
11%
12%

8%
4%

2%
5%
4%
6%

3%
13%

7%
6%
6%

17%

63%
47%
28%

34%
13%
14%

32%
25%

35%
47%

56%
54%

38%
29%

38%
59%
57%

58%
46%

54%
33%

30%
22%

49%
35%

50%
35%

45%
32%
33%

29%
36%

9年間の系統性に配慮した指導計画の作成・教材の開発

小中合同の行事等における発達段階に応じた内容設定

施設・スペース（教室、グラウンド等）の確保及び使用時間調整

時間割や日課表の工夫

チャイムの鳴らし方

転出入者への学習指導上・生徒指導上の対応

児童生徒の人間関係が固定化しないような配慮

中学校における生徒指導上の問題の小学生への影響

小学生高学年のリーダー性・主体性の育成

年間行事予定の調整・共通化

小中の教職員間での打ち合わせ時間の確保

小中合同の研修時間の確保

児童生徒間の交流を図る際の移動手段・移動時間の確保

校舎間等の移動に伴う児童生徒の安全の確保

学校間の交流を図る際の教職員の移動手段・移動時間の確保

成果や課題の分析・評価手法の確立

成果・課題の可視化と関係者間での共有

教職員の負担感・多忙感の解消

小・中学校間での負担の不均衡

教職員間での負担の不均衡

所有免許の関係で兼務発令を拡大できないこと

兼務発令の趣旨・内容に関する教職員の理解

小中の管理職間の共通認識の醸成

小中の教職員間の共通認識の醸成

小中が接続する学年又は区切り以外を担当する教職員の意識向上

小・中学校間のコーディネート機能の充実

同一中学校区内の小学校間の取組の差の解消

必要な予算の確保

小学校費、中学校費の一体的な運用（費目の一体化等）

都道府県教委の理解・協力・支援の充実

市区町村教委の理解・協力・支援の充実

その他

大きな課題が認められる

課題が認められる

N=1130（小中一貫教育実施件数）

※「大きな課題が認められる」の回答が特に多い項目については●で示している。
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・１人の校長の下、原則として小中免許を併有した教員が９年間の一貫した教育を行う新たな学校種を学校教育法に位置付ける（義務教育学校）

・独立した小・中学校が義務教育学校に準じた形で一貫した教育を施すことができるようにする（併設型小・中学校、連携型小・中学校）

・既存の小・中学校と同様、市町村の学校設置義務の履行の対象とする（市町村は全域で小中一貫教育を行うことも可）

・既存の小・中学校と同様、市町村教委による就学指定の対象校とし、入学者選抜は実施しない

◎制度設計のポイント

◎小中一貫教育の２つの類型

義務教育学校 併設型小学校・中学校

修業
年限

・９年
（ただし、転校の円滑化等のため、前半６年と後半

３年の課程の区分は確保）

・小・中学校と同じ

教育
課程

・９年間の教育目標の設定、９年間の系
統性を 確保した教育課程の編成

・小・中の学習指導要領を準用した上で、
一貫教育の実施に必要な教育課程の
特例を創設
（一貫教育の軸となる新教科創設、指導事項の
学年・学校段階間の入れ替え・移行）

・９年間の教育目標の設定、９年間の系統性
を確保した教育課程の編成（※）

・小・中の学習指導要領を適用した上で、一貫
教育の実施に必要な教育課程の特例を創
設
（義務教育学校と同じ）

組織 ・１人の校長

・一つの教職員組織

・教員は原則小・中免許を併有
（当面は小学校免許で小学校課程、中学校免許

で中学校課程を指導可能としつつ、免許の併
有を促進）

・学校毎に校長

・学校毎に教職員組織

（ただし、一貫教育を担保する組織運営上の措置を要

件化）

例） 一体的にマネジメントする組織を設け必要な権限

を教育委員会から委任、学校間の総合調整を担う
者をあらかじめ任命、学校運営協議会の合同設置、
校長の併任等、一貫教育を担保する組織運営上の
措置

・教員は各学校種に対応した免許を保有

施設 ・施設の一体・分離を問わず設置可能 ・施設の一体・分離を問わず設置可能

A小学校
B小学校

C中学校

義務教育学校

中学校

小学校

市町村教委

就学指定

学校設置
義務の履行

◎ 制度化後のイメージ学校教育法等
改正で措置

政省令
改正で措置（※）

小中一貫教育の全体の制度設計

※なお、設置者が異なる小学校と中学校が一貫性に配慮した教育を行うために連携して教育課程を
実施する学校を連携型小学校・中学校として制度化。

併設型小・中学校（※）
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趣旨・

位置付け

□ 学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小・中学校に加え、小学校から中
学校までの義務教育を一貫して行う「義務教育学校」を新たな学校の種類として規定（学校教育法第
１条関係）

設置者・

設置義務

□ 国公私いずれも設置が可能（学校教育法第２条関係）

□ 市区町村には、公立小・中学校の設置義務があるが、義務教育学校の設置をもって設置義務
の履行（学校教育法第38条関係）

目標・

修業年限

□ 義務教育学校の目的：心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育について、基
礎的なものから一貫して施すこと（学校教育法第49条の２関係）

□ ９年（小学校・中学校の学習指導要領を準用するため、前期６年と後期３年の課程に区分）（学校
教育法第49条の４及び第49条の５関係）

※就学指定、教育課程の特例等については、政省令で整備

施行期日
平成２８年４月１日
（施行前でも義務教育学校設置のための準備行為は可能）

中学校

小学校
市町村

学校設置
義務の履行

b校舎a校舎

（参考：義務教育学校のイメージ） （施設一体型）
義務教育学校

（施設分離型）
義務教育学校

教職員

関係

□ 市区町村立の義務教育学校の教職員給与は、国庫負担の対象（義務教育費国庫負担法第２条関係）

□ 小学校と中学校の免許状の併有を原則（当分の間は例外あり）（教育職員免許法第３条及び附則第20項
関係）

施設整備
□ 施設費国庫負担・補助の対象（小・中学校と同様に、義務教育学校の新築又は増築に要する経

費の1/2を負担等）（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第３条及び第12条関係）

学校教育法等の一部を改正する法律の概要
小中一貫教育を行う新たな学校の種類の制度化

211



従来の制度と義務教育学校の比較

従来の制度下での小中一貫教育 義務教育学校

修業年限 ・小学校６年
・中学校３年

・９年
（ただし、小学校・中学校の学習指導要領を準用するため、前半６年と後半３年
の課程の区分は確保）

設置義務 ・小学校、中学校ともに市町村に設置義務 ・設置義務はないが、小学校・中学校の設置に代えて設置した場
合には、設置義務の履行と同等

教育課程 ・小学校・中学校それぞれの教育目標の設定、教育課程の編
成

・一貫教育の実施に必要な教育課程の特例を個別に申請し、
文科大臣の指定が必要

・９年間の教育目標の設定、９年間の系統性を 確保した教育課
程の編成

・小・中の学習指導要領を準用した上で、一貫教育の実施に必要
な教育課程の特例を創設し、個別の申請、大臣の指定は不要

（例：一貫教育の軸となる新教科創設、指導事項の学年・学校
段階間の入れ替え・移行）

組織 ・小学校・中学校それぞれに校長（計２人）

・小学校・中学校別々の教職員組織

・１人の校長

（ただし、統括担当の副校長又は教頭を１人措置）

・一つの教職員組織
（教職員定数は、小学校の定数と中学校の定数の合計数と同じ）

免許 ・教員は所属する学校の免許状を保有すれば十分 ・教員は原則小・中両免許状を併有
（当面は小学校免許状で小学校課程、中学校免許状で中学校課程を指導

可能としつつ、免許状の併有を促進）

施設 ・国庫負担の対象は、小学校同士の統合、中学校同士の統
合のみ

・国庫負担の対象として、小学校と中学校を統合して義務教育学
校を設置する場合も追加

その他 ・学校評価は、小学校・中学校それぞれで実施

・学校運営協議会は、小学校・中学校それぞれに設置

・学校いじめ防止基本方針は、小学校・中学校それぞれで策
定

・学校評価は、義務教育学校として実施

・学校運営協議会は、義務教育学校として一つ設置

・学校いじめ防止基本方針は、義務教育学校として策定
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高大接続改革の全体像イメージ（高大接続システム改革会議最終報告（平成28年3月31日）より）
－「高等学校教育」、「大学教育」、「大学入学者選抜」の一体的改革による「学力の３要素」の伸長－

◎ 明確な「入学者受入れの方針」に基づき、
「学力の３要素」を多面的・総合的に評価する選抜へ改善
※入学希望者に求める能力と評価方法の関係の明確化とそれに基づく選抜

• 新たな選抜実施ルールの構築
• 「調査書」の改善や「学修計画書」等の充実

◎ 思考力・判断力・表現力の一層の重視
・ 記述式問題の段階的導入

平成３２～３５年度：短文記述式
平成３６年度～：より文字数の多い記述式

・ マークシート式問題の改善（平成３２年度～）

・ ＣＢＴの検討・導入（平成３６年度以降の導入を目指す）
※複数回実施については、日程上の課題やＣＢＴの導入、等化等な

どを中心として、引き続き検討

→「最終報告」後、「大学入学者選抜方法の改善に関する 協議」の場で具
体的な在り方を検討（平成３２年度に実施 される選抜から適用）

高等学校教育改革

→「最終報告」後、文部科学省において、関係団体等の参画を得て、実証的・
専門的検討、新テストの実施方針（平成２９年度初頭）に反映

• 関係省令の改正（「三つの方針」の一体的な策定・公表の制度化）
（平成２８年３月改正、平成２９年４月施行）

• 「三つの方針」の策定・運用に関する「参考指針」の作成（平成28年3月）

• 各大学において育成を目指す人材像や具体的な教育活動の明確化
• 入学から卒業までの、大学教育を充実するためのPDCAサイクルを強化

✔三つの方針（卒業認定・学位授与、教育課程編成・実施、
入学者受入れ）に基づく 大学教育の質的転換

✔認証評価制度の改善

• 高大接続改革の趣旨を踏まえた評価項目・方法の改善（「三つの方針」に基
づく大学教育の質的転換促進や、内部質保証を重視した評価）

（平成３０年度から始まる第３サイクルの評価に反映）

✔学習指導要領の抜本的な見直し

✔学習・指導方法の改善

✔多面的な評価の推進

• 育成を目指す資質・能力を踏まえた教科・科目等の見直し
（「歴史総合（仮称）」、「数理探究（仮称）」、情報活用能力を育成する新科目など）

• カリキュラム・マネジメントの普及・促進

• アクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善
• 教員の養成・採用・研修の見直し

• 学習評価の改善
• 多様な学習成果を測定するツールの充実
→「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の導入

基礎学力の定着度合いを把握し、指導の工夫に生かす仕組み。
CBT導入を検討。

（平成３１～３４年度：試行実施、平成３５年度～：新学習指導要領に対応）

→農・工・商業などの検定試験や英語などの民間検定試験の利活用の促進

《「学力の３要素」の確実な育成 》

《「学力の３要素」の多面的・総合的評価 》
《「学力の３要素」の更なる伸長》

大学教育改革
→「最終報告」後、文部科学省において、関係団体等の理解と協力を得て、

実証的・専門的検討、新テストの実施方針（平成２９年度初頭）に反映

大学入学者選抜改革

✔ 「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」 の導入
（平成３２年度～実施、平成３６年度からは新学習指導要領に対応）

✔個別入学者選抜の改革
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平成２７年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

周知・徹底
教育課程の
見直し

学習指導方法の
改善、教員の指
導力の向上

「高等学校基
礎学力テスト
（仮称）」の導
入

多面的な
評価の充実

中央教育審
議会にて審
議

答
申

告
示

制度改正

３３年度 ３４年度 ３５年度

「実
施
大
綱
」の

策
定
・公
表
（30

年
度
初
頭
）

中央教育審
議会にて審
議

答
申

「実
施
大
綱
」の
検
討

（新
テ
ス
ト
の
具
体
的

内
容
）

教科書作成・検定・採択・供給

プ
レ
テ
ス
ト
の
実
施

（29
年
度
目
途
）

「実
施
方
針
」の

策
定
に
向
け
た

検
討

３６年度

新学習指導要領
（年次進行で実施）

新学習指導要領を
踏まえた対応

「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の試行実施

三つの方針に
基づく大学教

育の実現

２８年度

学校教育法施行規
則、大学設置基準
等の改正、三つの
方針の策定・公表
のガイドラインの策
定

認証評価制
度の改革

「大学入学希
望者学力評
価テスト（仮
称）」の導入

個別大学に
おける入学
者選抜改革

「高等学校基礎学力
テスト（仮称）」の実

施

各大学におい
て、三つの方針
の策定、見直し
等の取組（３月末
までに要完了）

４
月
改
正

省
令
施
行

認証評価の細目
を定める省令の
改正（三つの方
針に関する評価
など

評価機関におい
て、新たな評価基
準等への改訂、各
大学への周知

各大学にお
いて、自己
点検・ 評価

４
月
改
正
省

令
施
行 第３サイクル評価開始（平成３０年度～）

「実施方針」の策
定に向けた検討

「実施方針」の
策定・公表（29
年度初頭）

プレテストの
実施（30年度
目途）

「実施大綱」
の策定・公
表（31年度
初頭目途）

「大
学
入
学
希

望
者
学
力
評

価
テ
ス
ト
（仮

称
）」の
実
施

新
学
習
指
導
要

領
に
対
応
し
た

「実
施
大
綱
」の

予
告

新
学
習
指
導
要

領
に
対
応
し
た

「実
施
大
綱
」の

策
定
・公
表

新テストに係る実証的・専門的検討と準備・実施

新学習指導の
下での実施

大学入学者選抜
実施要項の見直
しについて、高
校・大学関係者
による協議

各大学の入
学者選抜方
法等の予
告・公表

「平
成
33
年
度
大
学

入
学
者
選
抜
実
施

要
項
」発
出
（32
年

５
月
）

各
大
学
で
選
抜
実
施

新
学
習
指
導
要
領

に
対
応
し
た
個
別

選
抜
の
実
施
に
関

す
る
通
知

各
大
学
の
入

学
者
選
抜
方

法
等
の
予
告
・

公
表

「平
成
37
年
度
大
学

入
学
者
選
抜
実
施

要
項
」発
出
（36
年

５
月
）

各
大
学
で
選
抜

実
施

新
学
習
指
導
要

領
に
対
応
し
た

テ
ス
ト
の
実
施

多面的な評価の推進
・学習評価の在り方の見直しや指導要録の改善
・学習成果を多面的に評価するツールとしての民間検定等の活用の促進
・生徒自身の自発的なキャリア形成を促す方策の推進

【具体的方策】２．大学教育改革

制度改正に基づく教員の養成・採用・研修の充実

「実
施
方
針
」の
策

定
・公
表

（29
年
度
初
頭
）

★各大学における各方針を踏まえた卒業認定、
カリキュラム改革、入学者選抜の改革、SD、FD等の
取組
→ 可能なものから速やかに実施

【具体的方策】３．大学入学者選抜改革

現行学習指導要領の下での実施

大学入学者選
抜実施要項の
見直しに係る
予告通知（29
年度初頭目
途）

【具体的方策】１．高等学校教育改革

高大接続システム改革のスケジュール
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義 務 教 育 （ 小学校、中学 校）

幼 稚 園 ・ 保 育 所 ・ 認 定 こ ど も園

家 庭 ・ 地 域

～ＩＣＴ活用をはじめとする様々な教育活動を通じ、生徒の主体的・協働的な学習の確立を目指す～

教 員 生 徒

● 学習評価の改善

・学習評価の在り方の見直し

・指導要録の改善等

● 多様な学習成果を測定する
ツールの充実

・高校の協力による高等学校
基礎学力テスト（仮称）の導入

・校長会等が実施する農業、
工業、商業等の検定試験の
活用促進

・各種民間検定試験の質的向
上と普及促進

● 学校評価の促進

・上記取組を通じて得られた情報
に基づく学校評価の充実

多面的な評価の推進

文化・運動部
活動

ボランティア
活動

各種大会や
資格取得など
学校外での活動

大学､専門学校､就職

日々の授業

定期考査

＜生徒の多様な進路＞

● 教員の養成・採用・研修の
見直し

・学習・指導方法の改善に対応す
るための教員の指導力の向上

学習・指導方法の改善と
教員の指導力向上

●学習指導要領の改訂

・育成を目指す資質・能力を踏まえた
教科・科目等の見直し

・カリキュラム・マネジメントの普及・
促進

教育課程の見直し

学校での活動

地域・社会での活動

学習・指導
方法

学習評価
学校評価

教育内容

高等学校段階における多様な学習活動

留学

高等学校教育の質の確保・向上に向けた全体的な取組について

生徒会活動

就業体験
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多様化する高校教育の質の確保と 「高等学校基礎学力テスト（仮称）」 との関係

義務教育（小・中学校）

◆多様な高校入試

◆高校進学率（H27）

９８.５％

大 学 ・ 短 大
（新たな高等教育機関の検討を含む）

専門学校・各種学校

就 職

・ 入学者レベルに応じた初年次教育の見直し・充実など
・ 「学力の３要素」を多面的・総合的に評価する入学者選抜

〇 生徒個人の基礎学力テストの希望 受
検も可能（各県に受検会場を設置）

〇 高卒程度認定試験との連携を検討
（安易な高校卒業資格の取得の助長に

つながらぬよう配慮）

○ 量的拡大をベースとした施策から、多様化した高校における 「質的充実」 に向けた施策への転換を目指す。

○ 高校において、各学校の特性に応じた魅力ある学びを提供するなどの方策を推進するとともに、生徒の基礎学力の把握・定着のための仕組を構
築する。

○ 大学において、多様な入学生に対応した初年次教育の見直し・充実など、大学教育の改革を目指す。

約１９万人（１８％）
約５８万人（５５％）

約２３万人（２２％）

基礎学力の定着度合いの確認を通じ、
興味・関心を引き出し、自ら「学びの

質の向上」に取り組めるようにする

社会で自立するために必要な基礎学
力について、各学校がそれぞれの実
情を踏まえて目標を設定し、取組が
進められるよう、

「定着度合いの目安」
を把握する仕組を構築

基

本

方

針

県教委等

〇高校の魅力づくりとともに、質の確
保のための体制強化や再編整備

〇学校支援のための教員人事配置や予算
措置、教員研修等の取組

基礎学力テストの導入意義

社会での活動等に接続

● AO・推薦入試を経由する大学進学者は約４割まで増加
↓

● 授業外の学習時間は約６割の高校３年生が１時間未満
・約半数の高校生が読書をしない
・高校生のスマホ等の利用は、男子平均３.８時間、女子平均５．５時間

⇒ 高校生の基礎学力や学習意欲が大幅に低下していないか。

高校生の時間が有効に活用されていないのではないか。

《参考》

職場や地域社会で求められる基礎学力のイメージ

・読み、書き
・数的な処理能力
・基本ＩＴスキル、社会人常識 等

生 徒

高
校
生
の
実
態

普通高校、総合高校

約３３０万人（７８％）約７２万人（２２％）
〔生徒数・割合〕

約２８万人

〇多様な入試を経て入学した生徒に対して

義務教育の内容も含めた学び直しの徹底
（※補習や学校設定科目の活用等）

〇 SPH事業等を通じた専門的な教育の充実
（※農業高校での先進農家の経営実践の学習等）

〇 各専門分野で校長会等が実施する検定等を活
用した多面的評価の推進
（※情報技術検定、簿記 等）

〇 職業人としての専門性の育成を図る上で、必要
となる基礎学力の確実な定着を目指す学校によ
る活用

専門高校

〇 基 礎 学 力 テ ス ト の 活 用 等 を

通じて更なる教育の質の向上

○少人数指導や補習の実施など、きめ細やかな学習指導による基礎学力の定着に向けた取組

（キャリア教育等の充実とあわせて）

高 等 学 校

定時制・通信制

○生徒の能力・適性等に応じた学力向上の
取組の推進（※ＳＳＨやＳＧＨ事業の推進、授業

充実の工夫、ＩＣＴ活用、学習評価の改善）

〇重点支援校を指定し、教員配置や教育課程を工夫・充実

〇広域通信制高校の教育運営改善

等をはじめ、教育の質の確保に

向けた取組の推進

基礎学力テストの活用

基礎学力テストの活用以外
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● 学校外での学習時間が全くない者が全体の約４割

● 学力中間層の学習時間が減少

＜現状における課題＞

少子化が急速に進む中、 このような状況を放置することは

生徒本人とともに 我が国社会にも悪影響を及ぼす恐れ

○ 生徒の学習意欲の喚起、学習改善を図ることによる基礎学力の

確実な育成

○ 修学支援の大幅な充実に見合う教育の質向上が不可欠

課題解決に向けて

アクティブ・ラーニングの視点からの学習の充実を図ると
ともに、 義務教育段階を含めた学び直し等を行う授業な
ど多様な教育活動の展開 など

日々の学習成果の指導要録への適切な反映など多
面的な学習評価の充実

高等学校基礎学力テスト（仮称）や、校長会・民間
が実施する検定試験等を活用した 生徒の学習成果
の把握 など

国の議論を踏まえ、都道府県など設置者ごとの高校教育充実に向
けた計画の立案

教育再生実行会議報告や、中央教育審議会高大接続答申に基づく
『高大接続改革実行プラン』の策定

上記プラン基づく 高大接続システム改革会議での検討

設置者が設定した目標・計画に基づく 様々な教育施策の展開

アクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善、義務教育段階を含

めた学び直しや、教科・科目等の見直し等の次期学習指導要領の改訂、教科

書の作成・検定・採択・供給など

教員配置等を通じた指導体制の整備

高校教員の指導力向上に向けた養成・採用・研修の一体的な改革の推進

様々な評価結果等から明らかになった指導困難校など支援を要する
高校に対する教員加配や補習指導員の配置など、指導体制の充実
に向けた支援とともに、今後の教育施策の検証・改善

様々な評価結果等に基づき、設置者として計画等の改善や教員研
修の充実

多面的な評価を行うための指導要録の改善

特に高等学校基礎学力テスト（仮称）の導入は、①高校卒業後の社会生活で求めら

れる基礎学力の定着度を確認するための良問提供や、②CBT-IRTの導入による実施

時期の柔軟化及び指導等に生かすためのテスト結果の速やかな返却、③不得意

分野に関する類題の提供

等、学校における指導改善を支援

Action

Plan

学校ごとの教育目標の設定、教育課程の

編成、指導計画の作成・見直し など

学習評価の結果や把握した基礎学力

の定着度に基づく改善点等の生徒への

指導改善や 教材研究等への反映 な

ど

Do

Check

学校現場における 『ＰＤＣＡサイクル』 の確立

国
・
設
置
者

か
ら
の
支
援

国
・
設
置
者

か
ら
の
支
援

国
・
設
置
者

か
ら
の
支
援

国
・
設
置
者

か
ら
の
支
援

「高等学校基礎学力テスト（仮称）」を活用した高等学校教育におけるPDCAサイクルの構築
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今後の社会の在り方やその変容の動向を踏まえれば、大学入学者選抜においては、大学における学修や社会生活
において必要となる問題発見・解決の能力、すなわち、主体性を持って多様な人々と協働しながら、問題を発見し、
その解決策をまとめ、実行するために必要な諸能力を有しているかどうかを評価することが一層重要となる。（詳細は
次ページのイメージ参照。）

⇒ そのためには、「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」においては、各教科の知識をいかに効率的に評価する
かではなく、特に、

このような諸能力を働かせることが必要となる状況をいかに設定し評価するかという観点から作問を行う。

⇒ 大学教育においてはこうした諸能力をさらに磨いていくことを重視する、また、高等学校教育においても、多様な
進路に応じて必要な能力を伸ばす中で、こうした諸能力の育成を重視するという、メッセージとセットで打ち出すこと
が必要。

「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」の各教科において、
大学教育を受けるために必要な能力としてどのような力を評価すべきか？（案）

＜国語＞

例えば、

多様な見方や考え方が可能な題
材に関する文章や図表等から得
られる情報を整理し、概要や要
点等を把握するとともに、他の
知識も統合して比較したり推論
したりしながら自分の考えをま
とめ、他の考えとの共通点や相
違点等を示しながら、伝える相
手や状況に応じて適切な語彙、
表現、構成、文法等を用いて効
果的に伝えること。

＜数学＞

例えば、

事象から得られる情報
を整理・統合して問題
を設定し、解決の構想
を立て、数量化・図形
化・記号化などをして
数学的に表現し、考察･
処理して結果を得、そ
の結果に基づきさらに
推論したり傾向や可能
性を判断したりするこ
と。

＜理科 ＞

例えば、

観察した自然事象の変化や特
徴を捉え、そこから得られる
情報を整理･統合しながら、
問題を設定し仮説を立て予測
し、それらを確かめるための
観察･実験を計画して実践
し、得られた結果から傾向等
を読み取ったり、モデルや図
表等で表現したりするととも
に、結果に基づき推論した
り、改善策を考えたりするこ
と。

＜地理歴史（世界史）＞

例えば、

文章や年表、地図、図表等の
資料から、歴史に関する情報
を整理し、その時代の人々が
直面した問題や現代的な視点
からの課題を見いだし、その
原因や影響、あるいは解決策
等についての仮説を立て、諸
資料に基づき多面的･多角的
に考察し、その妥当性を検証
し考えをまとめ、根拠に基づ
き表現すること。

※一つの問題で、思考･判断･表現等の全てのプロセスを問わなければならないわけではない

１．総論

２．求められる諸能力の育成のために各教科で重視すべきプロセス

＜英語＞

例えば、

多様な見方や考え方が可能な幅
広い話題・問題に関する情報を
聞いたり英文や図表などを読ん
だりして、情報を整理しながら
概要や要点を把握し、得られた
情報を統合するなどして活用し
つつ、様々な見方や考え方の共
通点や相違点等を示しながら、
自分の考えや主張を適切な語
彙、表現、文法等を用いて効果
的に伝えること。

①内容に関する十分な知識と本質的な理解を基に問題を主体的に発見・定義し、
②様々な情報を統合し構造化しながら問題解決に向けて主体的に思考・判断し、
③そのプロセスや結果について主体的に表現したり実行したりする
ために必要な諸能力をいかに適切に評価するかを重視すべき。

219



ਖ


ৄ･

ੰ
ৠ

भ
উ
ট
७
५

問題の発見
問題の定義

解決の方向性
の決定

解決方法の探索
計画の立案

結果の予測
計画の実行

振り返り

プ
ロ
セ
ス
の
中
で
働
く
思
考･

判
断･

表
現
等
の
う
ち
、
特
に
重
視
す
べ
き
も
の
の
例

情報の抽出

表
現

判
断

他者への働きかけ、他者との協働
外部との相互作用

次の問題解決へ

思
考

学
習
を
通
じ
た

創
造
的
思
考

推
論

仮
説
の
形
成

言語表現、言語活動（記号や図表等による表現も含む）

※必ずしも一方通行の流れではない

結果に基づ
く推論

問題発見･解決に必要な情報の収集･蓄積

問題発見･解決に必要な新たな知識･技能の獲得

問題に応じた知識･技能の構造化

知識･技能の活用

結果の吟味
とﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

新たな問い
の発見

新たな知識
やモデル等

の創造

問題や解法、計画等の構成、表現 結果の構成、表現
情報相互の関係性の

構成、表現

必要な情報
の選択

問題の明確化

解決の方向性の
比較・選択

解法や計画の
評価・選択・決定

知識や情報に基づく
仮説の形成

抽出した情
報に基づく
問題の理解

関連する知
識や情報の

検索
結果の予測 次の問題解決に

向けた推論

中央教育審議会教育課程企画特別部会の各教
科等別ワーキンググループにおいて、資質・
能力や問題発見・解決の学習プロセスの中で
働く思考・判断・表現等を検討中。

結論に関する
意思決定

結論に基づく
意思決定

表現に関する外部
との相互作用、
フィードバック
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採点可能性

マークシート
一定の基準に基づき評価可能な

記述式問題
創造性・独創性・芸術性等の評価も含む

記述式問題

多肢
選択式

連動型
複数選択

＋記述問題

評
価
の
対
象
と
な
る
能
力

共通テストの対象とする問題 個別選抜になじむ問題

思

考

力

・
判

断

力

・
表

現

力

知
識
・
技
能

従
来
の
セ
ン
タ
ー
試
験

「
大
学
入
学
希
望
者
学
力
評
価
テ
ス
ト
（
仮
称
）」

穴埋め式
（計算問題

など）

容易 困難

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」とそれらを評価する方法のイメージ例（たたき台）

連動型
複数選択

問題
（仮称）

小論文

短答式

「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」
（記述式）

答えが特定される
問題

条件付
記述式

（説明・要約・
作図など）

解答の自由
度の高い
記述式

例えば、設問で一定の条件を設定した
上で、それを踏まえて、結論や結論に
至るプロセスを解答させるなど

※上記、○囲み部分は、あくまで問題形式の一例として挙げたもの。
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